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独立行政法人中小企業基盤整備機構 平成１６年度業務実績評価表                          

                                       
中期目標 中期計画 １６年度計画 １６年度業務実績 評価 コメント

 

前 文 

 

中小企業総合事業団、地域振興整備公

団、産業基盤整備基金の機能を統合して設

立される中小企業基盤整備機構（以下「機

構」という。）は、中小企業者その他の事

業者の事業活動に必要な助言や研修、資金

面の支援、地域における施設の整備、共済

制度の運営等の種々の施策を実施し、その

事業活動の活性化のための基盤を整備す

ることを目的としている。 

これまで、中小企業総合事業団において

は、専門人材による経営支援や人材育成、

ベンチャーファンドの活動促進、共済事業

の推進など、主にソフト面から中小企業の

活動を促進する業務、地域振興整備公団に

おいては、産業用地の整備や賃貸施設の整

備・運営などハード面から地域産業集積の

形成など地域経済活性化を図る業務、産業

基盤整備基金においては、構造改革加速化

のための政策課題に対応した債務保証や

出資などの資金供給面での業務をそれぞ

れ実施してきた。これらの業務は、事業活

動の活性化のための基盤整備として相互

に関連しているものであり、また、その実

施に当たっては企業経営に関する専門的

な知見の蓄積が不可欠である。このため、

機構は、これらの法人に蓄積された人材や

資産、これまでこれらの法人における業務

の実施を通じて蓄積された専門的な知見

を集中し、また、さらにその専門性を強化

しつつ、一体的な事業展開を実施すること

により、このような基盤整備のための施策

実施機関として、その施策をより効果的に

遂行していくことが求められる。 

我が国経済は、経済構造の改革が徐々に

進みつつあるものの、次の時代の牽引役と

なる新たな産業が十分具現化しておらず、

また、大企業に比べて中小企業の景気の回

復が遅れがちであるなど、先行きには未だ

不透明感がある。特に地域経済は、グロー

バル化の進展による生産拠点の海外移転

等が進展する中、地域経済を支える既存産

業が地盤沈下を起こし、地域経済の核とな

るべき新しい芽も十分には育ってきてい

ない。 
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このような中で、機構は、 

①創業ベンチャー、既存中小企業等の新事

業展開を促進するため、人材、施設、資

金技術等の経営資源の調達支援や、新事

業展開の支援を行う民間機関等の活動促

進等を行う。 

②中小企業その他地域に密着して活動する

事業者の経営基盤の強化を図るため、個

々の経営者が日常的な取組の中で経営上

の課題に対応していけるよう、研修の実

施や相談体制の充実、産業集積の活性化

促進等を行う。 

③経営環境の変化への適応の円滑化を図る

ため、自主的な取組だけでは対応が困難

な中小企業の再生支援や、連鎖倒産防止、

小規模事業者の事業廃止等の円滑化のた

めの共済制度の確実な運営等を行う。 

この際、地域経済の自律的発展を促進し

ていくため、機構はこれらの業務により、

それぞれの地域が抱える課題に対応しつつ

地域の保有する産業資源を発掘し、それを

いかして、地域における特徴ある産業集積

の形成を促進していくことが重要である。

また、政策課題に対応した民間の取組に対

して、出資・債務保証等の業務を着実に行

う必要がある。  

さらに、機構は、個々の事業者がこれらの

サービスを、関連する他の支援機関の機能

と連携して活用できるよう、各種施策情報

を提供する体制の強化を図る。期限が定め

られた業務については、適切な工程管理と

業務運営により円滑に事業を終了してい

くことが求められる。 

地域における事業の実施に当たっては、機

構は、国の地方支分部局や地方自治体と連

携していくことが必要であり、特に、産業

クラスター計画など地域の特徴をいかし

た活性化のための政策を推進し、産学官の

広域的ネットワークの形成等に取り組ん

でいる経済産業局の施策に十分協力・連携

していくことが重要である。 

また、機構がこのような機能を発揮して

いくために、施策の利用者と直接接する業

務を行う部門を糾合した地方組織を各地域

ブロックの拠点となる都市に設置するな

ど、利用者との接点を重点強化し、施策の

利用促進や要望の把握を行いつつ施策を実

施する。このような取組により、ニーズの

把握の体制を充実させ、さらにこの情報を

施策の改善へと反映させていくことで、施

策の質的向上を図る。  
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 業務運営の効率化面では、３法人の統

合、独立行政法人化という極めて難しい

状況下において、組織体制の大括り化、

人員の柔軟な配置（支部へ職員の５割以

上配置、管理部門は約１割に削減）を実

現。また、ＰＤＣＡサイクルの構築及び

定着も順調に進展しており、業務全般の

効率化についても目標を上回るベースで

の実績を上げるなど初年度の取組みとし

ては高く評価。しかしながら、平成１６

年度の財務諸表等の提出が遅延したこと

は、工程管理の甘さを露呈。業務運営の

問題として、結果責任は重く受け止める

べきであり、この点を含めて評価すべき。

以上の点を勘案し、業務運営の効率化に

ついては、【Ｂ】評価

機構は、これらの事業を通じて、中小企

業の事業活動の活性化及びそれを核として

地域経済の自律的発展等を支援し、ひいて

は、我が国経済の活性化を進める。 

 

 

 

１．中期目標の期間 

 

  中期目標の期間は、４年９か月（平成１

６年７月～平成２１年３月）とする。 

 

２．業務運営の効率化に関する事項 

 

 

（１）政策目標に対応した機動的な組織運営 

 

機構の組織は、その目標の実現のため

に業務の改善や新たなニーズに即応し

た事業が機動的に実施されるよう、政

策目標ごとに大くくり化され、部門間

の壁を極力廃した柔軟な組織運営を行

い、有機的に連携した意思決定と業務

の効果的な実施を図る。 

利用者との直接の接点となる部門の体

制及び権限の強化を図るとともに、各

地域において、経済産業局、地方自治

体、他の中小企業支援機関等との連携

を強化する。 

期限が定められた業務については、そ

の確実な遂行のための体制を採る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．業務運営の効率化に関する目標を達成す

るためにとるべき措置 

 

（１）政策目標に対応した機動的な組織運営 

 

統合前の三法人における事業実施体制

にとらわれることなく、政策目標ごと

に大括り化して三法人の事業の融合化

を図り、事業実施において統合効果を

最大限発揮できるよう、各部門の目指

すべき政策目標に即した効率的な組織

体制を構築する。 

ニーズに合った事業を行い成果を挙げ

ている部門や戦略的な事業強化が必要

な部門の組織や人員配置を厚くするな

ど、事業の評価及び企画立案のプロセ

スにより行われる事業体系の変更に組

織体制や人員配置を柔軟に対応させる

とともに、迅速な意思決定が図れるよ

う組織のフラット化を推進する。 

利用者との直接の接点となる支部等に

ついては、全職員の５割以上を重点的

に配置し、外部人材を積極的に活用す

るなど事業実施体制を強化するととも

に、決定できる事項の範囲を拡大し、

裁量の範囲を明確化することにより、

機動的な事業運営を行う。また、機構

は、経済産業局が構築する地域におけ

るネットワークの中で、その専門的な

知見を活かして、関係機関との間の連

携、強化を図る。 

産業用地分譲業務については、期限ま

でに確実に分譲等を進めていくため、

本部と地方部局に事業規模に応じた適

切な体制を置いて連携をとって事業を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.業務運営の効率化に関する目標を達成す

るためにとるべき措置 

 

（１）政策目標に対応した機動的な組織運営

 

平成１６年度は三法人統合の初年度である

ことに加え、独立行政法人化による業務運

営方法等が大きく変更となること等から、

旧三法人の職員間の意思疎通を緊密にし理

解と融和を促進するとともに、新機構とし

ての各種規程や業務運営方法の統合等のイ

ンフラの整備に注力し、中期目標、中期計

画等の事業目標を達成しうる体制を早期に

構築することに重点を置く。 

  

 

①政策目標に即した効率的な組織 

機構の組織は、新事業支援、経営基盤支援、

経営安定再生等の政策目標毎に大括り化し

た組織体制とし、組織目標の明確化や三法

人の関連業務の融合等による統合効果を発

揮する。また、組織運営にあたっては、関

連する事業部門間の連携、意思決定の迅速

化、事務の合理化を十分図り、事業効果の

増大や効率的な業務遂行に留意するととも

に、ニーズや重点項目に対応した組織再編

や人員配置を行う等の見直しを機動的に行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.業務運営の効率化に関する目標を達成す

るためにとるべき措置 

 

（１）政策目標に対応した機動的な組織運

営 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①政策目標に即した効率的な組織 

■旧３法人の組織をミッションに対応して

大括り化 

旧３法人の組織２９部１００課を８部４

０課へと大括り化（Ｈ１６年７月） 

■機動的な組織運営 ～迅速なＰＤＣＡを

実行～ 

９ヶ月の運営と新たな政策課題等を踏ま

えた検討 → Ｈ１７年４月の組織改正

に反映。 

  ・地域ニーズを踏まえて「北陸支部中小

企業・ベンチャー総合支援センター」

及び「沖縄事務所を設置」 

・国際化に関するニーズ増大を踏まえ「国

際室」を設置 

・政策課題に対応した経営基盤支援部及

び産業用地部の再編成（産業基盤出資

課、法務・渉外課の２課を廃止、営業

推進課を設置） 

・中小企業大学校、開発所、事務所の柔

軟な活用による支部の総合力発揮等 

■組織横断タスクフォースの設置 ～組織

の壁を越えた経営資源の活用と職員のプ

ロセス参加を推進～ 
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とした。  
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②支部等の体制強化 

機構発足当初においては、旧三法人の決算

業務等移行に伴う業務処理を適切に行い得

る体制をつくり、それら業務処理終了後に

は、利用者との直接の接点となる支部等に

全職員の５割以上を重点的に配置するべく

人員をシフトさせる。また、支部等におけ

る事業の領域を明確化し、効果的かつ機動

的な事業運営ができるよう各支部への予算

執行や事業計画の変更等に係る大幅な権限

委譲を行う。 

また、外部専門家との有機的連携を図りつ

 （タスクフォース例） 

 ・外部専門家強化委員会：機構における

2,000余名の外部専門家の質向上のた

めの強化方針検討 

 ・ナレッジマネジメント：各種情報の共

有化、支援現場の「成功・失敗事例」

のナレッジ化を計画的に推進 

 ・人材育成のあり方：職員の人材育成の

あり方を専門家を交えて検討 

 ・組織の見直し（迅速なＰＤＣＡの実行）

：組織立て・人事配置の見直し 

 ・業務改善委員会：職員から提案された

業務の改善案を週次で検討する委員会

を設置 

■３法人統合に係る融和の促進 ～知識、

体感、意識等への多様な働きかけを実践

～ 

 ・機構業務の基礎知識を習得するための

「事業連携推進研修」を実施。 

 ・「全職員営業マン作戦」を実施（企業

等と接触する際に他部門業務について

も紹介） 

 ・ロゴ・旗の制定等により一体感を醸成 

  ・コミュニケーション促進（ＴＶ会議導

入準備、電子掲示板、支部長会議の月

次開催）等 

 

■職員からの提案に基づき新組織の業務改

善を推進 

 ・日常レベルでのＰＤＣＡ実行及び職員

の提案精神を喚起 

  ①業務改善委員会（全職員から、業務

改善や職場改善に関する幅広い意見

や提案を募り、毎週開催する「業務

ｻﾎﾟｰﾄ会議」において対応を検討

（H16.10～）。      

  ②機構内ヘルプラインの設置（実態情

報の早期収集） 

 

②支部等の体制強化 

■９支部を設置し､機構職員の５割以上を

配置  

  ・１７年４月１日現在で本部423名、支部

430名（50.4%）の配置。（※16年7月で

は支部48.8%）  

  ・中小企業大学校、事務所、開発所の柔

軟な活用による支部の総合力発揮。

【再掲】 

■支部におけるチャレンジ事業の推進 

  柔軟な予算執行制度を活用し「一支部一

つの事業提案」を試行。 
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つ、顧客ニーズに対応したきめ細かな支援

事業の実施や関連の情報をワンストップで

提供する等、支援体制の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③関係機関との連携強化 

支部等における業務運営にあたっては、経

済産業局が構築する地域におけるネットワ

ークの中で都道府県、商工団体等との連携

 （チャレンジ事業事例） 

  ・北海道支部：温泉ホテル「女将が選ぶ

おもてなしセミナー」開催（ｱｲﾃﾞｱ

総数1,239件、参加180人）。 

  ・関東支部：TAMAクラスター支援等の「埼

玉県西部地域産業技術展示交流会」

を共催（狭山市、参加850人）。 

  ・中部支部：中小企業支援ミニキャラバ

ン開催（大垣市、豊橋市、四日市市

において中部支部の施策説明会を実

施、参加合計430人）。      

■支部が活動しやすい環境作り ～支部へ

の権限委譲と本部のサポート～ 

  ・予算支出権限を支部等へ委譲。 

  ・支部職員を弾力的に活用出来るよう支

部長に一定の人事権を付与。 

  ・チャレンジ事業への予算追加配分など

柔軟な予算執行。【再掲】 

  ・支部向けのホームページやメーリング

リストを作成。 

  ・支部長会議、支部担当者会議などを通

して密接に意志疎通。 

  ・ＴＶ会議システムの導入準備。【再掲】 

■支部の認知度向上に向けた取り組み 

（取り組み事例） 

 ・各支部発足記念セミナーの開催（９支

部で計1358人参加）。 

 ・支部長等が管内の公的機関、経済団体、

マスコミ等を訪問し機構支部をＰＲ

（１６年度における機構の地方紙へ

の登場回数１６６回）。 

 ・中小企業支援ミニキャラバンの開催(大

垣市､四日市市､豊橋市において､中部

支部の施策説明会を実施) 

【再掲】 

  ・愛知万博を通じた機構の施策普及(名古

屋商工会議所の開催する｢モノづくり

ランドシンフォニア｣の協賛､シンポ

ジウムでの機構ＰＲ等) 

 

 

 

 

③関係機関との連携強化 

■地域の関係機関との連携強化 

 ～支部ごとに経済産業局、地方自治体、

商工会議所、産業ｸﾗｽﾀｰ支援機関、金融

機関、大学等と積極的に連携推進～  

（連携事例） 

［情報交換］ 

・経済局や支援機関との定期連絡会の開
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をさらに強化するとともに、市町村や民間

支援機関との新たな連携関係の構築に注力

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

催。 

 ［事業共催］ 

・商工会議所、証券取引所、地元金融機

関と連携したセミナーの開催。 

 ・経済産業局、自治体との連携によるオ

ーダーメイド型研修の実施（北海道ア

ウトドア経営塾） 

 ・産業クラスター支援機関と連携した交

流会の開催（埼玉県西部地域産業技術

展示交流会）。  

［サテライト］  

 ・松山市に愛媛県内企業への経営支援の

一環として｢松山オフィス｣を開設

（H16.9～）｡※松山市､愛媛大学､ 

商工会議所等との連携強化｡ 

［その他］ 

 ・北見市、東かがわ市における地域活性

化事業への支援。 

■他機関との連携強化及び機構の認知度・

ブランド力向上に向けた取り組み（中小

機構全体の取組） 

  中小機構は０からのスタート。認知度・

ブランド力、他機関とのネットワークは

成果発揮のための重要な基礎と認識し、

積極的に取組み 

  ・機構名称、各種事業等を積極的に情報

発信（ＴＶ・ラジオＣＭ、新聞、雑誌

広告等） 

  【テレビ】 

理事長のテレビ出演（Ｈ１７年４月３

日 千葉テレビ）に加え、全国３２地区

各１局で、「機構発足」、「なんでも

相談ホットライン」、「小規模企業共

済」をＰＲするＣＭを放映。 

  【ラジオ】 

理事長のラジオ出演（Ｈ１６年１２月

１０日 ラジオ日本「ビジネス最前線」）

に加え、ラジオ日本関東１都９県(約

4,300万人をカバー））で、「中小機構」、

「なんでも相談ホットライン」、「小 

規模企業共済」をＰＲするＣＭを放送。 

  【新聞等】 

プレス発表（Ｈ16.7～ 36件（機構

設立、ＣＭ放送、イベント開催等））

に加え、理事長他役職員による積極

的な広報（１６年度登場回数３６６

回）。 

 ■他機関との連携強化を推進 

  ・業種別の懇談会の実施（非製造業業界

団体（６団体）、製造業業界団体（５

団体）を始めとし、順次実施中） 
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（２）人的資源の有効活用 

 

職員に対する研修の充実のほか、地域

において利用者と直接接する業務に重

点的に人材を配置し、それを通じて現

場感覚の先鋭化を図り、事業の企画・

立案・実施能力の向上を図るとともに、

職員のキャリアパスを構築し、計画的

に必要な人材の育成に努め、機構全体

としての知見の蓄積・強化を確保する。 

業務の専門性の高い分野においては、

知見を持った外部の人材の積極的な登

用を図る。 

経理、人事などの管理業務については、

専門性を有する外部機関の活用等アウ

トソーシングを進め、業務の効率化及

び体制の合理化を図る。 

職員から納得の得られる公正で多面的

な業績評価制度を構築し、その評価結

果を処遇に適切に反映する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人的資源の有効活用 

 

人材育成については、利用者と直接接

する部門を中心に経験を重ねることに

重点を置くことにより、専門性の高い

人材を育成し、機構の業務遂行能力の

向上を図る。 

中小企業の支援に関わる民間事業者や

経済産業局等公的支援機関との人的交

流を積極的に推進し、施策の有機的連

携や事業実施情報の共有化を促進す

る。 

時代の要請に対応した企業の経営課題

への対応力やコンサルティング力な

ど、即時性と高い専門知識が求められ

る領域（例えば、ﾌｧﾝﾄﾞ出資に係る金融

知識等）について任期付き採用制度等

の活用により積極的に外部人材を登用

すること、定期の新卒採用にこだわら

ない多様な職員採用方法を用いるこ

と、これらの人材について専門知識や

経験を踏まえた処遇方針を明確化する

こと等により、機構全体としての専門

性・多様性の確保・強化を行う。 

業務の合理化と効率化を推進するた

め、経理、人事等の管理部門を中心と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④産業用地分譲業務の体制整備 

本部の用地事業に関係する部門を一元化

し、地方の事務所は営業に特化するなど、

効率的な体制整備を行う。 

 

 

 

 

（２）人的資源の有効活用 

 

①人材の活用と養成 

機構における専門性向上や業務遂行能力の

向上に向けた人材育成のあり方について明

確化し、それを踏まえた研修計画等につい

て、外部専門家及び職員からなるワーキン

ググループを設置して検討する。 

また、平成１７年度の専門職制度導入に向

けた規程類の整備、制度運営等の準備を行

うとともに自律的なキャリア形成を促すた

め、職員各自より目指すべきキャリアパス

を提出させ、専門職の選抜や人事ローテー

ション、職員各自の能力開発の参考として

活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・東京商工会議所、日本商工会議所を始

めとした支援機関との連携強化 

  ・地銀協、第二地銀協との連携強化 

  ・省庁の枠を越えた連携も模索（トラッ

ク協会、建設業） 

 ■各事業の実施においても理事長以下役員

によるトップセールスを実施 

   理事長の１６年度の出張は１４回（３

３日） 

 

 

 

 

④産業用地分譲業務の体制整備 

■本部の用地関係事業部門を一元化。 

（機構移行前４部室 → １部（産業用地

部））    

■支部に譲渡審査・決定・契約に係る権限

の委譲を行い、地方レベルで分譲に関す

る意思決定ができる体制とした。   

 

（２）人的資源の有効活用 

 

①人材の活用と養成 

■人材育成のあり方を検討 ～人材育成は

継続的課題と認識し、検討の一歩を進め

る～ 

 機構職員に求められる能力、専門分野及

びキャリアパス等を外部専門家の意見も

聞きつつ検討。 

■各種職員研修を積極的に実施～理事長自

らも講師に～ 

（実例）  

 ・機構事業の理解を促進する研修（「事

業連携推進研修」や「窓口相談担当者

研修」）を実施。 

 ・専門知識習得を目的として「中小企業

会計」、「個人情報保護法の考え方」

研修を実施。 

 ・法人トップのメッセージを職員に伝え

るため、理事長を始め役員を講師とす

る職員研修を実施。 

■ナレッジマネジメントの計画的推進 

 ～基礎情報からノウハウまで各種ナレッ

ジの組織内での共有・活用を目指した

計画的な取組を実行中～ 

 第一段階：イベント日程や各支部スケジ

ュール等基礎情報を共有化

（実施済） 

  第二段階：顧客及び専門家･講師の情報共

有システム構築検討(１６年
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して、適切な監督の下に外部専門事業

者等を活用することによりアウトソー

シングを進めるなどして、管理部門の

職員数をさらに削減し、利用者と直接

の接点となる部門への人的資源の重点

配置を促進する。 

機構の目標の明確化とその共有化を図

るとともに、各職員に求められる任務

を明確にし、自主的、主体的な業務へ

の取組みを促進させる。職員の業績評

価については、成果主義と能力主義を

併用して客観性の高い制度とするとと

もに、評価者訓練の実施等を通じて納

得性の向上に努めた運用を行い、処遇

に適切に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②人材の専門性・多様性の確保 

機構の運営に必要な専門人材を確保するた

め、新卒の定期採用に加え、企業の経営課

題への適切なコンサルティング等の高い専

門性が求められる領域については外部専門

家等の人材確保を行う。 

さらに、中小企業支援及び地域産業支援を

行う経済産業局を始めとした公的支援機関

及び金融機関等の民間支援機関との人事交

流を行い、支援ノウハウの蓄積や支援情報

の共有化を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③業務運営の効率化等による事業部門の人的

資源の確保等 

旧三法人の決算等移行に伴う業務終了後を

目途として、管理部門の職員数を全職員の

一割程度に抑えることを目指し、効果的ア

ウトソーシング方法を検討し、可能なもの

から費用対効果を勘案し実施する。 

また、統合された人事給与システム、就業

度基本コンセプト策定､１７

年度にシステム設計) 

 第三段階：企業支援、顧客課題解決に係

るノウハウ、事例等のナレッ

ジ化（１７年度に体制を整備

し着手予定）        

 

②人材の専門性・多様性の確保と活用 

■積極的な外部人材の活用 

 ～専門家（プロ集団）の質向上を積極的に

追求～ 

 ・タスクフォースを設置して、専門家（旧

法人から２０００人余を承継）の管理、

レベルの向上等に関する課題を抽出（課

題例：機構が必要とする専門分野、機能、

配置場所等の明確化（例：現場熟知、地

方への配置）、成果評価の充実と専門家

の入替え、共通的管理手法と基本研修の

実施） 

 ・専門家の行動目標・評価基準の明確化と

定期的な進捗管理に着手 

 ～独法制度の柔軟性を活用し、外部のノウ

ハウ・経験等を活かすとともに職員数の

制約を克服する努力の実施～ 

 ＜事例＞ 

  ・新連携（戦略会議）などへの適切な対

応を図るべく、地域金融機関、経済産

業局に対し働きかけ、支部に期限付き

で出向受け入れ 

  ・債権回収など専門性の高い業務につい

て期限付きで出向受け入れ。 

  ・ポスドクを期限付きで採用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③業務運営の効率化等による事業部門の人的

資源の確保等 

■管理部門の人員抑制と支部への重点配置

の実行（５割以上の配置の実現） 

 ・９ヶ月の運営等を踏まえた人員配置のＰ

ＤＣＡの実施 

  支部：１６年７月 ４８．８％ → １

７年４月５０．４％（４３０
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（３）事業の企画立案プロセスの構築と事後

評価の徹底 

 

機構が実施する事業については、「企

画」、「実施」、「評価・検証」、「事

業の再構築等」という毎年の事業評価

プロセスの構築と定着を図る。その際、

中小企業者等と直接の接点となる部門

が収集する施策利用者等の情報を事業

の評価や新事業の企画立案にフィード

バックする。 

事後評価を徹底し、十分な成果の得ら

れていない事業や他の機関が十分類似

のサービスを提供している事業につい

ては、改善又は廃止して、新たなニー

ズに対応した事業やより効果の見込ま

れる新たな手法での事業に資源を集中

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事業の企画立案プロセスの構築と事後

評価の徹底 

 

事業実施にあたっては、「企画」、「実

施」、「評価・検証」、「事業の再構

築等」という毎年の事業評価プロセス

の構築と定着を図り、利用者と直接の

接点となる部門が収集する施策利用者

等の情報を事業評価や新事業の企画立

案に適切にフィードバックする。 

各支部の評価については、機構は、あ

らかじめ、各支部が実施すべき措置、

達成すべき目標、本部と支部の間の責

任関係等をできるだけ明確化した上

で、それに沿った評価を行う。 

事業評価は、効率性、有効性、及び民

間機関や他の支援機関との役割分担の

視点から適時厳格に行う。その結果に

応じ、事業評価が継続的に低い事業の

原則廃止や、効率化のための改善努力

管理システムの円滑な立ち上げと運用を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④業績評価の推進によるモチベーション向上

機構の目標の明確化とその共有化を図りつ

つ、部門毎や個人毎の目標設定をする等、

平成１７年度からの本格導入に向け目標管

理制度を試行するとともに、円滑な導入の

為、マニュアルの整備や評価者訓練等を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事業の企画立案プロセスの構築と事後

評価の徹底 

 

・事業実績の内部評価や施策利用者、関係

機関のニーズを踏まえた新たな事業の企

画や見直しを行うサイクルを構築し、平

成１７年度事業計画の策定時に今年度の

事業進捗状況や施策利用者のニーズ、評

価等を踏まえた中間的な事業評価を行

い、それを踏まえた事業の改善や拡充等

を計画へ具現化するとともに必要に応じ

て新規事業の要求につなげるなど中小企

業者のニーズ等を機動的に事業に反映で

きるよう対処する。 

・各部門及び各支部の目標や行動計画を具

体化するとともに、適切な事後評価の運

用を行う。 

 

 

 

人／８５３人） 

  管理部門：１６年７月 １１．６％ →

１７年４月 １０．６％（９

０人／８５３人） 

  

 ・給与支払い業務のアウトソーシングを決

定 

  民間専門業者等のヒアリングを行う等、

アウトソーシングの実施について検討。

給与支給業務についてアウトソーシン

グする方針を決定し、１７年度実施に向

けて準備中。 

 ・旧３法人の決算等精算業務の実施 

 旧３法人の決算等精算業務は当初想定

した以上の事務負担と期間を要した。 

 

 

④業績評価の推進によるモチベーション向上 

■職員のモチベーション向上  

 ～職員のモチベーション向上の手段として

「目標管理制度」を導入～ 

 １７年度の本格導入に向け、以下を実施 

・目標管理制度の試行と反省点の１７年

度への反映（検討中）。←１７年度の

結果は、１８年度賞与等に反映予定  

・説明会の実施や管理職を対象とした評

価者訓練などの導入に向けた準備を実

施。 

 ～「承認」を通した意欲向上～ 

   理事長表彰、ベストプラクティスの紹

介などの工夫 

 

（３）事業の企画立案プロセスの構築と事後

評価の徹底 

 

■ＰＤＣＡプロセスの構築と定着 

■事業評価を適時厳格に行い迅速に事業を

再構築 

  ～組織、人事、事業、業務遂行等の組織

運営全般についてＰＤＣＡを実行中～ 

 主な例は以下のとおり。 

【組織・人事】 ～組織・人事配置のＰＤＣ

Ａを実行済。目標管理は１７年度の本

格導入に反映～ 

  ・昨年７月の発足後９ヶ月間の運営を踏

まえたチェックと１７年４月のアク

ション（組織改正）。【再掲】 

  ・目標管理制度の試行結果のチェックと

１７年度本格導入への反映（１７年度

の目標管理は１８年度の賞与等に反

映） 

 【事業】 ～見直しを踏まえ、政策当局へ
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（４）業務全般の効率化 

 

 ・ 統合する三法人の管理部門の重複する

機能を一体化して体制を効率化すると

ともに、効率性の高い業務の実施を図

ることにより、一般管理費（退職手当

を除く）については、特殊法人時の最

終年度と中期目標期間中の最終年度を

比較して３０パーセント程度削減す

る。 

運営費交付金により行う事業について

は、特殊法人時のそれに相当する補助

金を充当して行う事業に比して５パー

セント（年１パーセント程度）の経費

削減を行う。中期目標期間中の各年度

において新たに行う運営費交付金充当

事業についても翌年度から年１パーセ

ントの経費削減を行う。 

事業の実施については、できるだけ適

切な受益者負担を求め、より多くの利

用者が利用できるようにする。 

利用者への情報提供等の利便性の向上

や、内部管理業務の効率化、高度化の

が見られない事業は原則縮小する一方

で、ニーズの高い事業への重点化や、

より効果の見込まれる新たな手法での

事業に注力するなど、事業の再構築を

迅速に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）業務全般の効率化 

 

・ 統合する三法人の管理部門の重複する

機能を一体化して体制を効率化すると

ともに、効率性の高い業務の実施を図

ることにより、一般管理費（退職手当

を除く）については、特殊法人時の最

終年度と中期目標期間中の最終年度を

比較して３０％程度削減する。 

運営費交付金により行う事業について

は、特殊法人時のそれに相当する補助

金を充当して行う事業に比して５％

（年１％程度）の経費削減を行う。中

期目標期間中の各年度において新たに

行う運営費交付金充当事業についても

翌年度から年１％程度の経費削減を行

う 

各部門の業績評価結果を踏まえ、重点

化すべき事業、省力化すべき事業等メ

リハリをつけた予算配分を行い、トー

タルとして目標値の達成を図る。 

研修や専門家派遣による支援等の業務

については、業務内容に対する利用者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）業務全般の効率化 

 

・統合する三法人の管理部門の重複する機能

を一体化し、効率化するなどして、一般管

理費（退職手当を除く）については、特殊

法人時の最終年度と中期目標期間中の最終

年度とを比較して３０％程度削減すること

を目指して抑制する。 

・また、運営費交付金により行う事業につい

ては、特殊法人時のそれに相当する補助金

を充当して行う事業に比して１％程度の経

費削減を行う。 

・なお、研修受講料や専門家派遣に係る受益

者負担分については、業務内容に対する利

用者の満足度を高めつつ、年度内に体系全

体の見直しを検討する。 

・利用者の利便性向上のための効率的な情報

提供方法の構築や支援実績情報の効率的な

活用を進め、実施にあたっては個人情報保

護法の施行に対応した個別情報の流出防止

策を講じる。 

 

 

の働きかけ進行中～ 

  ・１６年度事業執行について年度末にチ

ェック。１７年度事業執行や予算配分

に反映するとともに、１８年度予算に

反映させるべく政策当局と調整開始

したところ。 

  ・利用者のニーズや地域特性に応じて柔

軟に予算を執行。そのうち高評価の支

部等でのチャレンジ事業は機構内で

ベストプラクティスとして活用予定。 

 【業務遂行】 ～理事長へのコミットメン

トを通した各部門及び各支部ごとのＰ

ＤＣＡサイクル構築～ 

  ・理事長と部門長・支部長の間で、１６

年度業務の重点事項と行動計画につ

いて「コミットメント」を取り交わし、

定期的にチェックするサイクルを構

築。 

  ・職員からの提案に基づく日常業務チェ

ックと改善【再掲】 

■顧客ニーズの把握 

  ・お客様の声の声センターの設置（自由

にクレーム、ニーズ等を送れるよう各

窓口にお客様用の葉書を設置）。 

  ・顧客からの要望を毎週把握することも

試行中（相談時間の延長等共通的要望

事項は１７年度において検討予定）。 

 

（４）業務全般の効率化 

 

■平成１６年度一般管理費実績値（Ａ）21.1

億円＜注＞ 

 平成１５年度一般管理費基準値（Ｂ）25.8

億円 

この間の削減率（Ａ/Ｂ）＝18.2％ 

 中期目標は、５年間で３０％程度の削減。

１６年度の削減率が大きい背景には、３

法人統合に伴う管理部門の一体化による

削減という特殊要因もある。 

 ＜注＞中期目標・中期計画にいう一般管

理費15.8億円（管理部門に要した7

～3月分の経費）を通年換算した金

額。ＰＬ上の一般管理費（35.2億

円）は、支部業務課、企画部等の

経費も含むため、これと合致しな

い。 

■平成１６年度運営費交付金（Ｃ）＝191.7

億円 

 平成１５年度の対応補助金（Ｄ）＝193.9

億円 

 この間の削減率（Ｃ/Ｄ）＝1.1％ 
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ため、経済産業省電子政府構築計画に

基づき、これらの業務の最適化計画を

作成するとともに、その扱う情報処理

の内容に応じた情報技術を活用し業務

の改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の満足度を高めつつ、適切な受益者負

担を求める。 

利用者の利便性の向上や業務の効率的

実施のため、相談窓口等におけるイン

ターネットの活用、申請手続きの簡素

化や利用しやすさに配慮した施策情報

のデータベース化を行う。また、個別

情報の流出に注意しつつ、機構内で支

援先企業情報や各種専門家等の情報の

データベース化等による共有化を推進

するなど、情報化の推進に積極的に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （中期目標は、５年間で５％（年１％程

度）の削減） 

 ■ナレッジマネジメントの計画的推進【再

掲】 

  ～基礎情報からノウハウまで各種ナレッ

ジの組織内での共有・活用を目指した

計画的な取組を実行中～ 

   第一段階：イベント日程や各支部スケジ

ュール等基礎情報を共有化

（実施済） 

   第二段階：顧客及び専門家･講師の情報

共有システム構築検討(１６

年度基本コンセプト策定､１

７年度にシステム設計) 

   第三段階：企業支援、顧客課題解決に係

るノウハウ、事例等のナレッ

ジ化（１７年度に体制を整備

し着手予定）        

■独立行政法人等個人情報保護法の施行に

あわせて、個人情報保護管理規程等の規

程類を定め、個人情報保護管理体制を整

備。また、本部・支部に開示請求書等を

受け付ける窓口を設置。４月の施行後、

大きなトラブルなし。 

■受益者負担の見直しについて、１６年度

は研修受講料見直しなど一部事業におい

ては実施したものの、旧３法人精算業務

に追われたこともあり、検討は限定的。

→１７年度は事業横断的な見直しを検討 
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サービスの質の向上面では、困難な状

況の中で新しい法人として種々の努力を

し、創業及び新事業展開の促進、経営基

盤の強化など各事業項目についてさまざ

まな実績が極めて順調に上がっていると

評価できる。 

 

 以上から、サービスの質の向上につい

ては、【Ａ】評価

 

 

３．国民に提供するサービスの質の向上に関

する事項  

  

 

（１）創業、既存企業の新事業展開の促進 

 

創業ベンチャー、既存中小企業等の新事

業展開のためには、技術シーズの開拓、事

業案の具体化、販路拡大など、事業化まで

の各段階において適切な人材・技術・資金

・情報等の経営資源を調達し、それらを的

確に組み合わせて活用していくことが必要

である。 

このような経営資源調達については、民

間機関においても様々な形でその円滑化を

図る取組が行われつつあるが、新事業の具

体化を幅広く支援するためには、十分な環

境が整備されているとは言い難い。このた

め、機構は、国や地方自治体と連携しつつ、

経営資源の調達を支援する民間機関等の活

動を促進させるとともに、機構自らが経営

資源の調達について事業化に至るまでの手

作り一貫支援を行うことにより、個々の事

業者が円滑に経営資源を調達し、それらを

うまく組み合わせて新事業展開に向けて機

能させることを支援する。 

また、地域産業の自律的発展のためにも

新事業創出は不可欠であり、地域の経営資

源活用、地域の支援機関等との連携による

新事業展開を支援する。 

これらの事業を新事業展開に取り組む多

くの事業者に対して総合的に実施し、その

新事業展開の達成の度合いを目に見える形

で向上させる事を目指す。 

 

①民間機関等による新事業支援の促進 

 

機構は、自らリスクを取って新事業展開

を支援する投資ファンドを始め、技術移転

機関（ＴＬＯ）、金融機関等の民間機関、

新事業展開を支援する他の公的機関など、

資金・技術・情報といった経営資源の調達

を支援する者に対して、資金面の支援や日

常的な情報交換、人材交流といった人材面

・情報面での提携、協力を進め、その活動

を活性化させる。 

 

 

 

 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の

業務の質の向上に関する目標を達成する

ためにとるべき措置  

 

（１）創業、既存企業の新事業展開の促進 

 

本項に規定する取り組みを行うことによ

り、新事業展開の取組を強力に支援し、機

構が行う経営支援を伴ったファンド出資、

継続的な専門家派遣による経営支援、事業

化のための助成等の支援後２年を経過した

事業者の売上高の平均伸び率を２５％程度

に向上させる（平成１５年度実績は伸び率

１８％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 民間機関等による新事業支援の促進 

 

新事業展開を支援する金融機関、ＴＬ

Ｏ・産業支援機関等の民間機関や経済

産業局、地方自治体等公的機関と、互

いに保有する支援関連情報の共有化

や、支援事業における相互協力また人

的交流等の連携を強化し、これらを通

じて新事業展開のためのネットワーク

構築に取り組む。 

創業、新事業展開に取り組む事業者へ

の資金供給の円滑化のため、機構は、

成長初期段階にある独自の強みを持つ

中小企業に対して投資を行う特徴ある

 

 

 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の

業務の質の向上に関する目標を達成する

ためにとるべき措置  

 

 

 

（１）創業、既存企業の新事業展開の促進 

 

 

 

平成１６年度は中期目標及び中期計画の達

成に向け、各支部を始めとした支援体制を

充実させ、本部支部間の連携体制を構築す

るなど効果的な事業実施のための体制を整

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①民間機関等による新事業支援の促進 

 

・経済産業局、都道府県、支援センター等の

公的機関との施策情報の共有化やイベント

開催協力など連携体制の構築を進めるほ

か、特にキャピタル、金融機関、ＴＬＯな

どの民間機関に対する支援情報の提供等に

より新事業展開のためのネットワーク構築

に取り組む。 

・ファンドへの出資については、公的機関や

民間機関へのＰＲや資金需要の把握に努め

つつ、大学発や地域密着等特色あるベンチ

ャーファンドや踏み込んだ経営支援を行う

ファンドに出資し、その組成を促進する。

 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の

業務の質の向上に関する目標を達成する

ためにとるべき措置 

 

（１）創業、既存企業の新事業展開の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①民間機関等による新事業支援の促進 

 

■関係支援機関等とのネットワーク構築 

  自治体、支援機関等とのこれまでの連携

を一層深化させるとともに、資金調達、

販路開拓等の分野を中心として民間機関

始め新たな連携先を積極的に開拓。 

 （事例） 

  ・商工会議所と連携して、大企業等のＯ

Ｂ人材をアドバイサーとして中小企業

に派遣。 

  ・投資家と企業とのマッチング事業で都

道府県等センターと連携。 

  ・各インキュベーション施設ごとに関係

 

 

 

  Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とした。  
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ファンドや、投資事業によるリターン

のみを目的とするのではなく既存中小

企業など投資先の経営実態等に即した

投資形態を取るファンドであって、投

資先中小企業の新事業展開等に対し踏

み込んだ経営支援を行うことを目的と

するものに対して出資し、その組成を

促進する。 

事業実施に際しては、ファンドの投

資実績がニーズに対応したものとなっ

ているか考慮するとともに、組成した

ファンド及び投資先中小企業に対し、

継続的なモニタリングや連携した事業

化支援を行うことによりファンドの財

務の健全性を確保し、創業や新事業展

開を促進する。 

大学等技術移転促進法に基づく計画の

承認を受けたＴＬＯからの債務保証の

申込みについては、業務方法書等に定

めるところに従い信用力、採算性等に

ついて的確な審査を行い、事業リスク

の合理的な分散と管理が確保され得る

かを適切に判断するとともに、標準審

査期間１００日以内に諾否を決定する

案件の割合を８０％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、今年度は、がんばれ中小企業ファン

ド事業の運営が開始されるため、説明会等

により制度の周知に努め円滑な事業実施体

制を整える。 

 

事業実施に際しては、出資先ファンドの財

務の健全性を確保するべく投資委員会や組

合集会へ参加するほか、組成したファンド

の投資実績や投資先企業の業績を把握する

ためのモニタリング調査やフォローアップ

調査を実施し、これらの調査結果等のデー

タベース化を進めるとともに、必要な投資

先の事業化支援を行う。 

 

 

 

・債務保証制度に関する広報を機構のネット

ワークを活用して推進するとともに、大学

等技術移転促進法に基づく計画の承認を受

けたＴＬＯに対しては支援内容等について

情報提供を行う。 

 

また、審査能力の向上に努めるとともに、

標準審査期間１００日以内に諾否を決定す

る案件の割合を８０％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する大学、支援機関等とのネットワー

クを構築。 

   ・ＵＦＪ銀行、東京三菱銀行と連携。４

月の両行合同開催の商談会に中部支部

がブース出展。 

   ・福岡証券取引所Ｑボードと連携し企業

支援プロジェクトを立ち上げ。 

   ・ＪＡＳＤＡＱと連携し創業セミナーの

共催、企業の共同支援することで合意。 

   ・機構イベント情報を日本ベンチャーキ

ャピタル協会の会員企業へ配信。 

■支援先データベース構築等情報の共有化

・活用【既述】 

  基礎情報からノウハウまで各種ナレッジ

の組織内での共有・活用を目指して、部

門横断的ＷＧを設置各段階別に検討。 

  ・イベント日程や各支部スケジュール等基

礎情報を共有化 

  ・顧客及び専門家・講師の情報共有システ

ム構築に着手 

・企業支援、顧客課題解決に係るノウハウ、

事例等のナ 

レッジ化に着手 

■創業まもない企業を支援するためのフ

ァンド【ベンチャーファンド】 

  独法化後、新たに１０ファンドに対して

４４億円の出資を決定。 

   ・累積ファンド総数    ５４ 

   ・同総ファンド額  ８４３億円   

    ・うち機構約束額 ３２６億円 

   ・投資先企業数    ９７０社  

    ・うち公開企業数   ４１社  

■新事業に取り組む企業を支援するため

のファンドを創設【がんばれ！中小企業

ファンド】 

   平成１６年度の事業創設第一号として、

伊藤忠ファンドの出資、投資先発掘中。

計５組合の出資決定（大企業連携型：２

組合、地域密着ハンズオン支援型：１組

合、産業育成型（コンテンツ）：２組合）。 

   ・総ファンド額   １２０億円  

    ・うち機構約束額  ６０億円 

   ・投資先企業数       ２社  

■ファンド組成促進努力 

   ・トップセールスを始めとする広報の

実施 

   ・制度を使いやすく見直し（手続き簡

素化など） 

■出資後のフォローアップを強化 

  ・投資先委員会、出資先の組合集会等へ

の積極的参加 
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②新事業展開の実現のための踏み込んだ経営

支援 

 

個々の事業者が、事業化のステップに応

じた適切なタイミングで必要な経営資源を

調達し、それらをうまく組み合わせて新事

業展開を実現していくためには、個々の事

業者ごとに、事業プランの具体化や、それ

に沿った取組を支援する必要がある。この

ため、機構は、施策の利用者と直接接する

部門において、専門人材の配置、支援対象

事業者に関する情報蓄積の仕組みなど、事

業者と継続的な関係を構築できる体制を整

備しつつ、助言や研修の実施、あるいは必

要に応じ、事業化検討のための費用の一部

補助や、施設の提供等により、踏み込んだ

支援を行う。 

また、人材マッチング、新事業見本市、

投資家等に対する事業プラン発表会等の実

施により、新事業展開に必要な人材、販路、

民間支援機関等と出会う機会を提供する。 

これらの事業の実施に当たって、機構は、

例えば以下のような点に留意し、事業者ご

とのニーズの違いに適切に対応できる事業

体系を構築しつつ、事業を実施する。 

 

１）創業ベンチャー等については、これらの

企業が入居して事業活動を行う施設の効率

的な提供と経営面の助言を行うインキュベ

ーションマネージャーの配置によりソフト

面の支援とハード面の支援を一体的かつ効

果的に行うインキュベーション事業を、新

事業シーズを有する大学等と連携しつつ実

施するとともに、必要に応じて資金面の支

援を行う。 

また、株式投資などにより資金供給を行

いつつ経営面での一貫した助言指導を行う

民間ファンドとのマッチングの機会の創出

やそのための事業プランの作成支援が重要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②新事業展開の実現のための踏み込んだ経

営支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）継続的な支援体制の構築 

 

・ 施策の利用者と直接接する機構の支部

においては、新事業に取り組む事業者

のそれぞれの経営課題を明確化し、そ

の課題への対応を個別に支援するた

め、プロジェクトマネージャーを始め

とする専門家の配置や課題対応型の研

修を行うとともに、機構が提供する様

々な支援ツール（助成、専門家派遣、

各種マッチング等）を適時、適切なタ

イミングで提供するなど総合的に支援

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②新事業展開の実現のための踏み込んだ経営

支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)継続的な支援体制の構築 

 

 

 

・支援内容の高度化、専門化ニーズに対応す

るため分野別の専門家の充実を図る。特に、

技術分野専門家を設置することで事業化ま

での一貫した支援を睨んだ技術分野の専門

的指導を強化するとともに、新事業展開を

サポートする専門家（プロジェクトマネー

ジャー・サブマネージャー）の充実を図る。

また、専門家の支援能力を向上させるため

に専門家基礎研修（支援ツール修得研修）、

支援事例研究会などを開催する。 

 

・支援により成長した企業の成功要因や、支

 

  ・投資先企業へのアンケート調査による

投資実績、投資先企業の業績把握 

  ・支部との情報共有化を図り、連携強化 

【債務保証関連】 

■機構ネットワークの活用による積極的な

制度普及活動を行い、債務保証の相談等

はあったものの、申込みに至った案件な

し。 

■制度の活用を推進する観点から、関係す

る事業者、機関に対し、債務保証ニーズ

に係るヒアリング調査を実施。  

 

②新事業展開の実現のための踏み込んだ経営

支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)継続的な支援体制の構築 

 

【専門家派遣事業】 

■支援の質の向上に向けた取り組みを実行 

  ・専門家の行動目標・評価基準を明確化、

月次で支援の進捗を管理 

  ・専門家への基礎研修を実施（開催実績

：全センター各１回、計８回）、各支

部センターの実需に合わせ、支部ごと

にテーマ別研修も実施。 

  ・専門家会議を毎月開催し、支援事例の

研究等を実施（開催実績：９回） 

■販路開拓の支援を一層推進 
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・ 
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である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）新事業展開を図る既存中小企業に対して

は、新事業の市場調査や販路開拓など市場

に近い活動も含め、新事業の実現に至るま

で、継続的に支援を行う。 

また、同様の取組を行う公的支援機関や、

このような企業を主な対象として投資を行

おうとする民間ファンドと連携して、多く

の企業を支援できる体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、各支援対象事業者に対して機構

が提供した支援内容、当該事業者の支

援前及び支援後の経営状況等に関する

データを収集・蓄積するなど支援効果

等に関する情報を一元的に管理すると

ともに、支援に携わった専門家や支援

ツール等の投入効果を測定、分析する

ことによってより効果的な踏み込んだ

継続的な経営支援を行う。 

新事業創出促進法に基づく計画の認定

を受けた事業者からの債務保証の申込

みについては、業務方法書等に定める

ところに従い信用力、採算性等につい

て的確な審査を行い、事業リスクの合

理的な分散と管理が確保され得るかを

適切に判断するとともに、標準審査期

間１００日以内に諾否を決定する案件

の割合を８０％以上とする（平成１５

年度末までの実績は概ね平均２００

日）。 

 

 

 

 

２）ニーズに応じた施策の提供 

 

i)事業化のための個別の経営課題の解決

支援 

 

 新事業展開の実現に向けて、事業化の

ための経営課題の解決を支援する際に

は、機構は、必要に応じ、実用化技術開

発支援、事業化検討のための費用の一部

助成、専門家の継続派遣等の支援を行う。 

 これらの支援の実施に際しては、ニー

ズに応じた事業規模となっているか考慮

するとともに、新事業展開等の課題解決

目標を達成したとする事業者の割合（平

成１４年度実績は、専門家派遣では支援

終了時点で８０％、事業化助成では支援

後２年経過時点で５０％）を向上させる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援の基礎資料となる支援先別カルテを整備

しデータベース化するなど、支援に関する

情報を機構内で共有・活用できる体制づく

りを進める。 

また、支援ツール別の支援効果の測定手法

やその成果の活用方法、更に各手法の有効

な組み合わせ方法についても専門家の評価

を交えた検討を行い、より効果的な支援に

努める。 

・債務保証制度に関する広報を機構のネット

ワークを活用して推進するとともに、新事

業創出促進法に基づく計画の認定を受けた

事業者に対しては、支援内容等について情

報提供を行う。 

また、審査能力の向上に努めるとともに、

標準審査期間１００日以内に諾否を決定す

る案件の割合を８０％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)ニーズに応じた施策の提供 

 

 

 

i)事業化のための個別の経営課題の解決支援

 

 

 

 新事業展開の実現に向けた経営課題の解決

のために、専門家の派遣、事業化助成等を

組み合わせた総合的支援を行う。 

 

 

 

・専門家派遣については、課題解決率８０％

の向上を目指し、機構の各種支援事業との

連携を図ることにより、対応できる経営課

題分野について一層の拡大を図る。また、

知的財産権や技術的課題についても支援効

果を向上させるため、他事業（機構の事業

以外の事業）との連携可能性について検討

を進める。 

 

・特に、経済産業局が中小企業の優れた技術

シーズ、ビジネスアイデアの事業化に向け

た実用化研究開発に係る経費を補助する

「実用化研究開発事業」については、中小

企業庁・経済産業局の募集・審査等のサポ

ートに努めるとともに、補助対象企業に対

するハンズオン支援を行う。また、事業化

に係る経費を機構が助成する「事業化支援

事業」については、事業化率５０％の向上

を目指し、迅速かつ的確な審査体制や効果

的な支援体制を構築する。 

 

  ・事業の重要課題である販路開拓のため、

専門家派遣やバイヤーとのマッチング

などを複合的に実施。 

■中小企業者からの支援ニーズ（販路・技

術など）に応じて、逐次、必要な分野の

登録専門家を拡充（１６年７月以降102

名増、１６年度最終登録者数計825名） 

■既存の支援先データや専門家派遣データ

を整理。機構全体のナレッジマネジメン

トと連携し、それらの有効活用方法を検

討。 

■機構内連携の推進 

  インキュベーション、マッチング、助成

事業等他の支援ツールと連携した一貫支

援の実施。 

【債務保証関連】 

■機構ネットワークの活用による積極的な

制度普及活動を行い、債務保証の相談等

はあったものの、申込みに至った案件な

し。 

■制度の活用を推進する観点から、関係す

る事業者、機関に対し、債務保証ニーズ

に係るヒアリング調査を実施。  

 

2)ニーズに応じた施策の提供 

 

ⅰ)事業化のための個別の経営課題の解決支

援 

 

【専門家派遣事業】 

■専門家派遣による１６年度課題解決率：

９７．０％（１６４社アンケート回答：

目標達成１１％、順調に達成途上８６％、

あまり参考とならず３％、全く参考とな

らず０％） 

【事業化支援助成事業】 

■助成金と専門家派遣の組み合わせによる

一貫支援の実施 

 ・１６年度実績：２回の公募を実施、採択

件数８３件（うち専門家派遣によるフ

ォローアップ１２件）、交付決定額407

百万円       ※応募1134件 

■事業化助成に係る審査については、技術

分野の専門家が参画することなどにより

事業化を一層促進するとともに、助成後

のハンズオン支援を強化し、事業化率の

向上を目指した。 

■また、年度中に審査基準の改善を措置（審

査項目の追加・修正、上記面接審査員へ

の技術専門家の参画等）し、１７年度の

募集・採択先決定に向けて、さらに精度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ)インキュベーション施設の整備とイン

キュベーション・マネージャーによる

支援 

 

機構が整備・管理するインキュベーシ

ョン施設について、施設毎にインキュ

ベーション・マネジャーを配置するこ

とにより、新事業シーズを有する大学、

地方経済産業局、地方公共団体、地元

支援機関等との人や情報のネットワー

クを確立し、入居者の成長段階・ニー

ズに応じて機構の有する各種支援ツー

ルの活用等による迅速な支援サービス

の提供を継続的に行うとともに、施設

の効率的な運営を行う。また、効果的

で適切な支援サービスの提供を図る観

点から、入居者の成長状況、提供する

支援内容、被支援者の満足度を適切に

把握し支援サービスの向上に反映させ

る。 

インキュベーション・マネージャーの

人材については機構職員に対し研修等

により広範な分野にわたる課題に適切

に対処する能力の向上を図るととも

に、専門的分野に係る民間、地方公共

団体等外部人材の登用を図る。 

このような取り組みにより、大学の優

れた研究成果や企業のスピンアウトの

技術を事業化に結びつけようとする企

業又は個人であって、挑戦する意欲を

持つものの経営基盤が脆弱な創業前又

は創業間もないものについて、事業化

のために資金面のみならず知的・人的

支援を提供し、原則３年程度で自律的

な経営活動を行う企業にまで育成する

ハイリスクの起業支援を中核とするイ

ンキュベーション活動を開始し、中期

計画期間において、支援から独立して

企業活動を行える段階まで成長し卒業

する入居者数の全入居者数に占める割

合（卒業企業率）３割以上を達成する

とともに、インキュベーション施設の

平均稼働率（入居率）９０％程度を達

成する（平成１５年度の平均稼働率（入

居率）８８．７％）。 

・なお、技術開発・研究開発テーマを委託事

業として行う「課題対応技術革新促進事業」

及び「戦略的基盤技術力強化事業」につい

ては、研究開発の進捗状況の把握に努め、

適切なフォローアップを行う。 

 

ⅱ)インキュベーション施設の整備とインキ

ュベーション・マネージャーによる支援 

 

・中期計画の終了時における卒業企業率３割

を目指して、機構が新事業創出促進法に基

づき整備・管理するインキュベーション施

設ごとに、インキュベーション・マネージ

ャーを配置（平成１６年度においてはクリ

エイション・コア福岡及び名古屋を除く）

するとともに、本部支部間及び支部内部の

有機的な連携体制を早急に構築し、効果的

な入居者支援活動を実施する。また、機構

以外の主体が整備するインキュベーション

施設についても、要請に応じて外部専門家

を派遣するなどの支援を行う。 

・平成１４年度事業（立命館大学ＢＫＣイン

キュベータ、彩都バイオインキュベータ、

福岡システムＬＳＩ総合開発センター）及

び平成１５年度事業対象施設（東大柏ベン

チャープラザ、京大桂ベンチャープラザ、

クリエイション・コア東大阪（南館））を

オープンさせ、入居者支援活動を開始する。

その際、地方公共団体等の協力のもと、オ

ープン時での入居者の確保に最大限注力

する。 

・クリエイション・コア福岡及びかずさバイ

オインキュベータについては、地方公共団

体との緊密な協力関係を一層強固なものと

し、入居率の向上に最大限注力する。 

・クリエイション・コア名古屋、クリエイシ

ョン・コアかずさ、クリエイション・コア

東大阪（北館）、インキュベーション・オ

ン・キャンパス本庄早稲田については、入

居者ニーズに応じた支援体制を構築し、支

援活動を行う。 

・上記インキュベータの運営に当たり、大学、

経済産業局、地方公共団体及び地元支援機

関等との連携体制を構築し、特に、大学と

の緊密な連携体制の構築に注力する。 

・ＭＩＮＡＴＯインキュベーションセンター

においては、地域が有するポテンシャルを

最大限活かした入居者支援活動行うととも

に、最新のインキュベーション・ノウハウ

を全国へ発信するための施設としての機能

を果たすべく、インキュベーション・マネ

の高い審査を行えるよう適宜改善。" 

 

 

 

 

 

ⅱ)インキュベーション施設の整備とインキ

ュベーション・マネージャーによる支援 

 

■入居率アップに向けての積極的活動 

  ・地元自治体による賃料補助制度の実現。 

  ・関係自治体、大学、支援機関と連携し

た積極的ＰＲの実施。 

 【施設の平均稼働率】 

  ・オープン済みの１３施設（賃貸面積36

千㎡）における平均入居率は９０．５

％で年度目標値を達成。 

  ・１７年３月末現在の入居率は９４．５

％ 

  ■インキュベーション施設入居企業への複

合的支援の実施 

  ・ﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞからの出資：18社、専門家

派遣：3件、ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ助成：３件、マッ

チングへの出展：３件" 
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機構以外の主体が整備するインキュベ

ーション施設についても、要請に応じ

てインキュベーション・マネージャー

を派遣し、上記に準じた支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）人材、資金等経営資源及び市場とのマ

ッチング機会の提供 

 

事業化に向けた販売先・業務提携先・

資金提供者の開拓、大学等と研究開発

型中小企業との共同研究・技術移転な

どを支援するためのマッチングの場を

設けるとともに、機会提供前後の経営

支援を強化することにより事業成果の

向上を図り、商談成立に近くなった状

況やマッチングに至った割合（平成１

４年度実績は事業実施後１年以内の成

果約３０％）を向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャーの育成及び連携を促進するための研

修等を行う。 

・機構の職員を外部専門機関のインキュベー

ション・マネージャー養成研修等に参加さ

せ、インキュベーション・マネージャーの

養成を図る。 

・平成１６年度事業対象施設については、新

事業創出型事業施設２箇所（京都、神戸）

及び大学連携型起業家育成施設３箇所（慶

應大学藤沢、名古屋３大学、熊本大学）の

整備に着手し、スケジュールに従い着実に

工事を進める。   

・これら支援により、平成１６年度における

インキュベーション施設の平均稼働率（入

居率）については、前年度の実績（８８．

７％）を上回ることを目標とする。 

 

ⅲ）人材、資金等経営資源及び市場とのマッ

チング機会の提供 

 

中小・ベンチャー企業に対して、以下のマ

ッチング機会の提供を行う。事業の実施に

当たっては、有望な発表者・出展者及びマ

ッチング目的に合致した来場者の募集を行

うとともに、ビジネスプランのブラッシュ

アップ、出展をより効果的にするための研

修やアドバイス、さらには事後のフォロー

アップ等開催前後の支援を行うことによ

り、１年以内に商談等具体的交渉やマッチ

ングに至った割合を３０％以上とすること

を目指す。 

 

・販路拡大及び業務提携先とのマッチング事

業 

ベンチャー企業が開発した試作品、製品及

びサービス等を一堂に展示・紹介し、事業

提携先の獲得や販路開拓等のマッチングを

図る全国規模の「ベンチャーフェア」を開

催する。     

また、中小企業の新市場創出が期待される

３分野（コンテンツ、医療・健康福祉、ロ

ボット）に絞り込んだ「見本市」を開催し、

販路開拓・取引拡大、資金調達、事業提携

等のマッチングを図る。 

・資金提供者とのマッチング事業 

中小・ベンチャー企業が投資家等に対し具

体的なビジネスプランのプレゼンテーショ

ンを行い資金調達等のマッチングを図る

「ベンチャープラザ」を各地で開催するほ

か、各地のプラザで秀逸なプランを発表し

た企業や各支部が支援する企業を東京に集

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ)人材、資金等経営資源及び市場とのマッチ

ング機会の提供 

 

■マッチング事業の明確化を図るととも

に、出展者等に対するアドバイスの実施

等効果を上げるための支援を実施 

・販路拡大及び業務提携先とのマッチング

を実施 

   企業が開発した試作品、製品及びサー

ビス等を一堂に展示・紹介する全国規

模の「ベンチャーフェア」を開催 

   【開催実績：H17.1.26～27 東京国際フ

ォーラムにて開催、出展者２５２、

来場者２６，４０６名】 

 ■投資家とのマッチングを実施 

  ・投資家等に対しビジネスプランのプレ

ゼンテーションを行い資金調達等のマ

ッチングを図る「ベンチャープラザ」

を各地で開催。 

   【開催実績：８回（全国８ヵ所）、発

表者１１３、聴講者４，０８８名】 

  ・秀逸なプランを持つ企業を東京に集め

全国規模のプラザを開催。 

    【開催実績：４回、発表者１９】 

  ・新市場創出が期待される３分野の見本

市開催 

    コンテンツ、医療・健康福祉、ロボ

ット分野に絞り込み販路開拓、資金調

達、提携等のマッチングを実施。 

  【開催実績： 

・コンテンツ 東京国際フォーラ

ムにて開催、出展者９６、来場

者９，９３２名 

     ・医療・健康福祉 インテックス
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③地域の特性に応じた重点的な事業の実施 

  

 それぞれの地域において独自の新たな産

業の創出を図 

 り、地域の自律的発展を促進していくため

には、その地域にある特徴ある新事業シー

ズや、経営資源を供給する民間機関等の活

動状況を踏まえて、重点的な事業の実施を

図る必要がある。 

このため機構は、産業クラスター計画の

推進など地域の特性に着目して行政資源の

重点配分に取り組む経済産業局の各種施策

に十分協力・連携して、経済産業局が掘り

起こした新事業シーズの重点的な支援や、

地域の民間機関等との提携を図るなど、地

域の特性をいかした事業の実施を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営基盤の強化 

 

中小企業が円滑に事業活動を推進し、経

営上で直面する様々な課題に適切に対応し

ていく上では、個々の事業者が、できるだ

け日常的な取組の中でそのような対応がで

きる環境であることが重要である。このた

め、機構は、経営者自らの経営に関する知

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域の特性に応じた重点的な事業の実

施 

    

①②の事業実施に際して、各地域にお

ける地域の民間機関や経済産業局等に

協力・連携し、地域の産業構造、技術

シーズ等の特性に応じた適切な支援を

通じて、地域経済活性化を促進する。

特に、経済産業局等が取り組んでいる

産業クラスター計画の実施について経

済産業局の各種施策に十分協力・連携

する。 

インキュベーション施設の整備・運営

等について地方自治体と連携して地域

の自律的発展の促進に資するよう適切

な事業運営を図るなど、創業、新事業

展開の促進のための地方自治体の取り

組みとの連携を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営基盤の強化 

 

 

 

 

 

 

 

め、全国規模のプラザを開催する。 

・大学との連携事業 

具体的技術課題と強い取り組み意欲を持つ

中小企業が、大学が保有する優れた技術情

報及び研究成果を経営資源として活用する

ための機会を提供する研究開発交流促進事

業を実施する。 

また、中小企業の技術ニーズに基づき、大

学等に所属する研究者と中小企業等との技

術交流をより直接的に促進し共同研究を可

能とする機会を創出する。 

 

 

③地域の特性に応じた重点的な事業の実施 

 

・①②の事業実施に際しては、各地域におけ

る新事業支援促進体制づくりを併せて推進

していく。 

そのため各支部は、地方銀行、信用金庫、

大学、ＴＬＯなどの民間機関や、経済産業

局、都道府県、各支援センター、商工団体

など公的支援機関との情報交換・人材交流

・相互事業協力等の強化を通じて、地域の

産業構造、技術シーズ等の特性に応じた適

切な支援を行い、地域経済活性化を促進す

る。 

特に、経済産業局等が取り組んでいる産業

クラスター計画の実施については、機構の

持つ様々な支援ツールを活用しつつ、経済

産業局の各種施策に協力・連携する。 

・インキュベーション事業等について、大学

や地元支援機関等から必要な協力が得られ

るよう、地方公共団体と共同して支援体制

の構築及び支援活動を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営基盤の強化 

 

 

 

 

 

 

 

大阪、出展者１９６、来場者８，

６７６名 

          ・ロボット 西日本総合展示場（北

九州市）、出展者１１４、来場

者８，８４７名】" 

■産学連携に意欲的な中小企業グループ

を対象とした「研究開発交流会」を11

ヵ所、17回開催。 

  参加延数：参加グループ数75、参加者数

879名 

 

 

 

③地域の特性に応じた重点的な事業の実施 

 

■各支部において、関係機関との連携・協

力した支援活動を実施。 

【北海道支部】：自治体向けアンケート調査

及びフォローアップ、地域プロジェクト

への参画、産業クラスター計画参加企業

訪問等  

【東北支部】：地域金融機関、大学、商工団

体等との情報交換、東北経済局と、産業

クラスター計画、スタートアップ事業、

新連携等に関し連携等 

【関東支部】：産業クラスター計画関連等で

関東経済局と連携等 

【中部支部】：地域金融機関、県センター、

商工会議所との連携セミナー、産業クラ

スター計画と連携したシンポジウムへの

出展等 

【近畿支部】：産業クラスター計画や地域金

融機関と連携した顧客開拓等 

【中国支部】：中国経済局等と連携して産業

クラスター計画参加企業に呈するセンタ

ー専門家派遣等     

【四国支部】：産業クラスター関連セミナー

を四国経済局、商工会議所等との連携で

実施等 

【九州支部】：九州経済局と連携した産業ク

ラスター計画参加企業訪問、県センター

と連携したセミナー、出張相談会開催等 

 

（２）経営基盤の強化 
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見の充実や、経営に関する知見を提供する

身近で良質な相談体制の充実を図る。また、

中小企業その他地域に密着して活動する事

業者間での経営資源の相互補完等が促進さ

れるよう産業集積、商業集積、中心市街地

等の活性化を図る。 

 

 

①経営者等の知見の充実 

  

機構は、中小企業の経営者や管理職等の

人材が経営に必要な知見を充実していくた

め、各種の実践的な研修事業を行う。具体

的には、中小企業大学校は、経営者や経営

の核となるべき人材の経営判断能力の向上

など、経営の基盤となる人材の育成のため

の研修のほか、現在の中小企業の経営環境

に合わせて、例えば知的財産の活用手法や

財務会計の透明化といった新たな企業経営

上の課題に円滑に対応するための研修を実

施する。 

その際、機構は、中小企業者のニーズに

合わせて研修の実施場所や受講料について

適切な設定を図るなど研修方法の改善を図

り利便性の向上に努めるとともに、他の研

修を実施する機関との間で研修素材等の共

有等を図る。 

なお、中小企業大学校の施設について、

地域経済の活性化に資する柔軟な活用を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 経営者等の知見の充実 

 

１） 実践的な研修の実施 

 

機構の中小企業大学校は、中小企業経

営者をはじめとする経営の基盤となる

人材育成のため、経営戦略の策定や生

産現場改善などの経営課題や、例えば

知的財産の活用手法や財務会計の透明

化といった中小企業政策上重要な新た

な企業経営上の課題に対し、現実的な

課題解決を促進する研修を行う。また、

そのような中小企業政策上重要な新た

な企業経営上の課題に円滑に対応する

ため、短期間で集中的に、出来るだけ

多くの中小企業に対して研修を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①経営者等の知見の充実 

  

1)実践的な研修の実施 

 

ⅰ）成長志向型研修及び課題解決型研修等の

充実 

・これから成長していこうとする企業に対し

中小企業政策と密接に連携した重要課題を

研修テーマとする研修（成長志向型研修）

として、財務・管理会計に関する研修や第

ニ創業を促進するような研修などを企画し

実施する。 

・また、中小企業者が当面する経営課題の対

応策、解決を促進するための研修（課題解

決型研修）を充実する。研修の実施にあた

っては、参加企業個々の課題の達成や問題

の解決に資することをコース目標として設

定し、講義、グループワークに加えて個別

指導を強化することにより問題の解決へと

誘導する。 

・さらに、民間機関の中小企業支援能力の向

上を目的とした「地域金融機関等職員研修」

をニーズに応じて企画し実施する。  

・これら研修の充実に向け、支部内部及び本

部支部間といった機構内部の有機的連携体

制を強化するとともに、中小企業庁や商工

団体等の支援機関との連携も一層の強化を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①経営者等の知見の充実 

 

1)実践的な研修の実施 

 

ⅰ)成長志向型研修及び課題解決型研修等の

充実 

■開かれた大学校への第一歩 ～大学校改

革の実行～ 

  ＜改革の骨子＞ 

   １．受講者総数の大幅な増加を目指す 

   ２．受講者の利便性を向上させる 

   ３．顧客ニーズ、地域特性、政策課題

などを研修内容に反映 

   ４．研修の質の向上に向けた新たな取

り組み 

■顧客ニーズ、地域の特性及び政策課題を

踏まえた多様な研修を積極的に展開 

（事例） 

  ・中小企業会計啓発・普及セミナーを新

たに実施 

    重要政策課題である「中小企業の会

計」における適切な会計処理による決

算書の必要性の浸透を図りその普及を

促進する研修を新たに実施（全国で２

３５回、受講者７，５９９人） 

  ・経営課題を解決する研修の実施 

    「生産管理手法を用いた設備稼働率

向上」、「職能資格制度の構築」など

課題解決型の実践的な研修を実施。 

  ・地域金融機関職員向け研修を新たに実

施 

    民間金融機関の中小企業経営支援能

力向上を目的（全国で９回実施）。目

利き能力の向上のため、演習などを通

してノウハウの習得を支援 

  ・特定ニーズに応えるオーダーメイド型

研修を新たに実施 

   →瀬戸校等で地元中小企業から社員の

能力開発研修を依頼され実施 

■受講者の意見や感想については研修修了

の都度、可能なものから改善。研修内容

についての要望については１７年度研修

に反映。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

20 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修内容の質的向上を図るため、大学

（院）との連携を行う。 

 

 

 

機構の中小企業大学校は、事業の実施

に際して、ニーズに応じた規模（回数、

日数及び受講者数）となっているか考

慮するとともに、受講者に対して「役

立ち度」に関する調査を実施し、４段

階評価において上位２段階の評価を得

る割合を８０％以上とする。 

 

２） 利用者の利便性の向上、施設の有効活

用 

 

研修の実施場所については、研修の内

容、期間及び対象者などに留意しつつ、

関係機関と連携を図ること等により校

外研修を大幅に拡大する。特に、中小

企業の新たな企業経営上の課題につい

て行う研修については、短期間で集中

的に、出来るだけ多くの中小企業が受

講できるようにするため、校外研修に

するなど利用者の利便性の向上を図

る。 

 

 

 

 

 

受講料については、研修の内容、期間

及び対象者などに留意し、適切な設定

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）大学（院）との連携 

・連携分野・方式・課題等についてビジネス

スクールを設置する大学を中心に検討し、

条件が整うところから具体的連携を進め

る。 

 

・平成１６年度においては、受講者に対して

「役立ち度」に関する調査を実施し、４段

階評価において上位２段階の割合を８０％

以上とする。 

 

 

 

2)利用者の利便性の向上、施設の有効活用 

 

ⅰ）校外研修の拡充 

財務・管理会計に関する研修について、他

の支援機関などと募集及び運営について連

携し、大学校施設外にて実施するなど校外

研修を大幅に拡充する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）受講料の設定 

受講料の設定については、次年度に向けて、

収支状況を十分考慮し、研修コスト、受講

 

■研修の質の向上に向けた新たな取り組

み 

・支援事例等の研修事業への活用（ナレ

ッジマネジメント推進）【再掲】 

  ・新たな管理システムの導入 

    ＰＤＣＡサイクルの実行のため「大

学校評価基準」を策定、各大学校ごと

の自発的な効率化や質の向上を目指

す。 

   【重点評価項目】 

     ①研修受講者数の増加 

     ②研修受講者の「役立ち度」の向

上 

     ③効率化の推進 

     ④地域経済社会への貢献 

 

ⅱ）大学（院）との連携 

■研修の質の向上に向けた新たな取り組み 

  ・大学（院）と連携し、カリキュラムの

共同開発、セミナーの共同開催 

  

■受講者に対する「役立ち度」に関する４

段階調査の結果、上位２段階の割合が９

７．４％。 

 

 

 

 

 

2)利用者の利便性の向上、施設の有効活用 

 

ⅰ)校外研修の充実 

■中小企業者向け研修５７４回、１８，０

１９人、校外での研修２６５回、８，５

９６人（前年度の約１０倍） 

 ・大学校施設外の交通至便な場所等での研

修実施。 

 ・「中小企業会計啓発・普及セミナー」、

「会計セミナー“アドバンス版”」など、

受講利便性の向上に努めている。 

 ・地元中小企業からの要請に応じて個別企

業向けオーダーメイド型研修実施。 

 ・校外研修の約２割は休日や夜間に開講す

るなど一層利便性を向上 

 

 

 

ⅱ)受講料の設定 

中小企業診断士養成課程等の受講料を改

定するなどして、収入増加を図る単価設定
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②経営資源に関する情報の提供、助言を行う

相談体制の整備 

 

１）経営資源等に関する情報の蓄積と提供 

 

中小企業がその事業を経営するに当たっ

て、株式公開、海外への事業展開や外国企

業との業務提携、環境規制への対応、ＩＴ

を活用した経営改善等の高度かつ専門的な

知見を要する経営課題解決のために、機構

は、インターネットを活用して、中小企業

が課題対応に向けた専門的な情報を円滑に

入手・活用できるようにするとともに、そ

のような情報をもつ専門家の派遣等を行

い、個々の事業者の必要に応じた知見の提

供、経営課題解決の支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業大学校の施設は、本来の施設

の目的を損なわない範囲において、そ

の有効利用の観点から地域の支援機

関、企業、自治体等に開放して、地域

経済の活性化や地域固有の課題解決等

のために利用できるようにし、活用を

図る。 

 

②経営資源に関する情報の提供、助言を行

う相談体制の整備 

    

  1) 経営資源等に関する情報の蓄積と提

供 

  

中小企業のニーズを踏まえた様々な経

営課題や中小企業の経営実態、地域経

済情勢に関する情報蓄積を行い、イン

ターネットや支援機関等とのネットワ

ークの活用による情報提供を行うとと

もに、相談、セミナーの実施、専門家

・ＯＢ人材の派遣等の経営支援を行う。 

インターネットによる情報提供につい

ては、アクセス数を本中期計画満了年

において年間１１００万件以上（１５

ＦＹ実績；９７０万件）とし、相談、

セミナー、専門家・ＯＢ人材派遣等支

援事業の利用者に対して「役立ち度」

に関する調査を実施し、４段階評価に

おいて上位２段階の評価を得る割合を

８０％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者の負担能力、政策上の要請の有無などを

総合的に勘案した体系を検討し研修計画策

定時に機構自らが設定するしくみを構築す

る。 

 

ⅲ）大学校施設の有効活用 

大学校施設を関係機関が活用できるよう積

極的なＰＲ活動を行い、利用の促進を図る。

なお、賃貸料については、所在地エリアの

同種施設の水準、運用内容等の調査分析を

踏まえたうえで適切な設定を行う。 

 

②経営資源に関する情報の提供、助言を行う

相談体制の整備 

   

1) 経営資源等に関する情報の蓄積と提供 

 

ⅰ）わかりやすく課題解決に有効な支援情報

の提供等 

・中小企業支援機関等が保有する情報を一元

的に検索できるポータルサイトとして、中

小企業ビジネス支援検索サイト「J-Net21」

を整備・運営する。 

また、J-Net21の機能を高めるため、既存コ

ンテンツを評価・見直し・改善するととも

に、新規コンテンツの企画、評価、作成や

施策情報の充実等を進める。 

・本中期計画満了年において年間１１００万

件以上という目標を踏まえ、平成１６年度

１年間（平成１６年４月～平成１７年３月）

の目標アクセス数は１０００万件とする。

・中小企業の経営革新のため、タイムリーな

テーマを選び調査を行う「中小企業事業環

境調査」及び四半期ごとに産業別・地域別

の景気動向を調査する「中小企業景況調査」

を実施し、その調査結果をインターネット

等を通じて提供する。 

調査にあたっては、調査の内容、手法、公

表の形態等のあり方について継続的に検討

し内容の充実に努める。 

・ＩＳＢＣへの参加、海外の中小企業支援機

関との交流等を通して、中小企業政策、支

援等に係る国際的動向についての理解を深

め今後の機構の支援の参考とするほか、中

小企業や地域振興等に関し必要な調査・研

究を行う。 

 

ⅱ）中小企業のニーズに対応した特定課題に

関する情報提供・助言等 

実務経験の豊富な大企業等のＯＢ人材を派

遣するほか、国際化、ＩＴ推進、環境安全、

とした。一方で政策上要請の高い研修に

ついては受講料を無料に設定するなど全

体的にメリハリをつけるような設定を行

った。 

 

ⅲ)大学校施設の有効活用 

自治体や支援機関などに対して施設利用

案内をし、研修室などの貸与件数を増加

させた。今後も施設の有効活用に努める。 

 

 

 

②経営資源に関する情報の提供、助言を行う

相談体制の整備 

 

1)経営資源等に関する情報の蓄積と提供 

 

ⅰ)わかりやすく課題解決に有効な支援情報

の提供等 

■Ｊ-Ｎｅｔ２１の利用状況は、平均100万

ﾋﾞｭｰ/月で推移し１６年度は１,１７５

万件の実績。 

■Ｊ-Ｎｅｔ２１のコンテンツの充実に努

力 

  ・日次で関係機関のサイトより情報収集

し掲載（１日４０件前後掲載） 

  ・資金調達ナビを本格稼働、公的な補助

金・助成金、融資、利子補給制度など

を紹介 

  ・施策活用事例を１７０企業程度収集・

掲載 

  ・逆引き機能の強化（「Ｑ＆Ａ道場」や

「経営のつぼ」等、経営課題に応じた

検索機能を強化） 

  ・経営自己診断システム（中小企業信用

リスク情報データベースのデータを用

いた経営状態の点検）の活用促進 

■Ｙａｈｏｏとの連携 

  Ｊ－Ｎｅｔ２１の支援情報ヘッドライン

をＹａｈｏｏビジネスセンターのサイト

を通じて提供。 

 

 

 

 

 

 

ⅱ)中小企業のニーズに対応した特定課題に

関する情報提供・助言等 

■相談業務利用者に対する役立ち度４段階

調査の結果、上位２段階の割合は９９．
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２）ワンストップ相談機能 

 

機構は、各地域において、経済産業局と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ワンストップ相談機能 

 

各支部の中小企業･ベンチャー総合支

物流効率化等の分野について、以下のよう

な事業を行い、利用者に対して「役立ち度」

に関する調査を実施し、４段階評価におい

て上位２段階の評価を得る割合を８０％以

上とする。 

 また、本部支部間の連携体制を強化し、中

小企業者のニーズを事業内容や重点分野等

に一層反映させる。 

・国際化については、ＪＥＴＲＯや支援機関

等との連携を深めつつ、外部専門家による

助言・相談とともにワークショップ等によ

る情報提供を行う。また、国際化に関する

成功・失敗事例をまとめる「国際化支援レ

ポート」、海外展開の動機や実態を調査す

る「海外事業活動実態調査」等を広く中小

企業者に情報提供する。 

・ＩＴ推進については、都道府県の中小企業

支援センター等の関係機関と連携して、企

業からの幅広いＩＴ化対応への相談（コン

ピュータの導入から企業間ネットワークシ

ステムの構築など）に応じて適切な助言を

行う専門家を派遣する。 

・環境・安全については循環型社会への対応

（容器包装・建設・自動車の各リサイクル

法、廃棄物処理法への対応）、化学物質管

理対応（化学物質排出把握管理促進法、土

壌汚染対策法、化学物質審査規制法への対

応）及び環境管理・監査制度対応（国際規

格ＩＳＯ14001への対応）を支援するため

に、都道府県の中小企業支援センター等の

関係機関と連携して、パンフレットの作成

・配布、講習会の開催及び専門家による相

談等を行う。 

また、原材料の利用効率向上や廃棄物の発

生抑制のために環境管理会計手法を活用し

たモデル事業を実施し、環境配慮型経営シ

ステムを普及する。 

・中小企業の様々な経営課題に即応できるよ

う、実務経験の豊富な大企業等のＯＢ人材

を派遣する。派遣登録は、派遣可能性の高

い候補者を増やすことでマッチング率を向

上することが出来るよう人材登録担当機関

との間で調整する。 

・物流効率化については、物流効率化を図る

事業協同組合等に対して専門家を派遣し適

切な助言を行うとともに経済産業局との連

携のもとに講習会を開催する。 

 

2) ワンストップ相談機能 

 

ⅰ)中小企業・ベンチャー総合支援センターの

４％ 

（参考）特定課題に関する助言・相談、情

報提供等事業実績と利用者評価 

 【国際化支援アドバイス】 

  アドバイス件数1,196件、アンケート回答

961件：役立ち度上位２段階９９．５％ 

 【国際化ワークショップ・勉強会】 

  53回開催、参加者2,150名、アンケート回

答923：役立ち度上位２段階９２．５％ 

 【ＩＴ推進アドバイス】 

  アドバイス件数600件、アンケート回答

597件：役立ち度上位２段階９９．５％ 

 【環境・安全講習会】  

  229回開催、参加者18,535名、アンケート

回答11,955名：役立ち度上位2段階９３．

２％  

 【物流効率化アドバイス】 

  アドバイス件数15件、アンケート回答15

件：役立ち度上位２段階100% 

 【物流効率化セミナー・講習会】 

  20回開催、参加者1,088名、アンケート回

答782名：役立ち度上位２段階９２．２％ 

■すべてのアドバイス、講習会でアンケー

トを実施。終了の都度、可能なものから

運営方法を見直し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)ワンストップ相談機能 

 

ⅰ)中小企業・ベンチャー総合支援センターの
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地方自治体の連携の下に設置・運営されて

いる都道府県等中小企業支援センター、地

域中小企業支援センターの連携促進機能を

担うとともに、これらの支援センターと中

小企業が直面する様々な経営上の課題につ

いて内容の限定なく幅広く相談・助言等に

応じるワンストップ相談センター機能を担

う。 

なお、この事業は、（４）③相談窓口に

おける施策情報提供と一体的に実施するの

が適切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援センターは、窓口相談や出張相談を

はじめ、中小企業者の利便性に配慮し、

経営相談を電話により実施するホット

ラインの設置・運営及び積極的なＰＲ

に努め、都道府県等中小企業支援セン

ター、地域中小企業支援センターとも

連携して、相談対応件数（平成１５年

度の中小企業・ベンチャー総合支援セ

ンターの相談実績１６，２５６件）の

抜本的な拡大を図る。 

相談にあたっては、機構が実施する施

策のほか、国及びその関係機関が実施

する施策や、地方自治体及びその関係

機関が実施する施策についても情報提

供を行うなど、事業者の活用できる施

策情報の提供を一体的に実施する。 

その際、各支部のセンターは、ブロッ

ク内の３類型支援センターの結節点と

して、都道府県等中小企業支援センタ

ー、地域中小企業支援センターと連携

を密にし、都道府県等中小企業支援セ

ンター、地域中小企業支援センターと

の間で、経営課題解決事例、支援人材、

支援ノウハウ、国や地方の支援施策情

報等の支援情報の提供・交流を行うと

ともに、定期的に連携会議を開催し、

支援機関の連携の推進、支援水準の向

上等を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口相談等の拡充 

経営相談を電話により実施するホットライ

ンの設置・運営及び積極的なＰＲに努める

とともに、支部内各部門や本部関係部門と

の連携に加え、都道府県等支援センター、

地域中小企業支援センター、市町村などの

自治体とも連携を強化し、出張相談を積極

的に実施すること等により、相談件数を概

ね対前年比１割程度増加させることを目指

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ)施策情報提供の一体的実施 

相談事業の実施にあたっては、機構が実施

する施策情報を提供するほか、国及びその

関係機関が実施する施策や、地方自治体及

びその関係機関が実施する施策情報を併せ

て提供するなど一体的な施策情報提供を行

うため、本部と支部との連携を含めた、組

織体制の整備や人材育成等を行う。（具体

策は「(4)施策情報の提供機能の充実」に記

載） 

 

 

 

 

 

 

 

窓口相談等の拡充 

■相談・助言・情報提供機能の強化 

  ・各支部において都道府県センター等と

の共催によるセミナーを実施等、関係

機関・自治体との連携を具体化、これ

らの機会を利用して出張相談を積極的

に実施。その結果、１６年度の相談総

件数は19,559件となり、年度目標値（前

年度比１１０％）を上回る前年度比１

２０％の実績。 

 （参考） 

  ＜窓口相談業種別内訳＞ 

   サービス業３４％、製造業２５％、小

売業８％、卸売業７％、建設業６％、

その他２０％ 

  ＜相談内容内訳（複数回答・上位５分野）

＞ 

   マーケティング１９％、資金相談１６

％、ビジネスプラン１３％、公的支援

制度１０％、特許関係７％ 

■顧客ニーズの把握努力及びニーズを踏ま

えたタイムリーな情報提供に着手 

  ・顧客ニーズの把握努力（業種別懇談会、

お客様の声センターの設置、利用者か

らの要望を毎週把握など【再掲】） 

  ・「中小企業のためのＩＣタグセミナー」、

「個人情報保護法対応セミナー」、「中

小企業のための会社法改正セミナー」

等タイムリーなセミナー開催に着手  

■窓口相談機能強化に努力 

  ・「窓口相談マニュアル」及び「窓口相

談における施策情報提供の手引き」を

作成し、窓口相談担当者研修を実施 

 

ⅱ)施策情報提供の一体的実施 

■わかりやすい施策情報等の提供に努力 

  ・Ｊ-ｎｅｔ２１の「逆引き機能の強化」、

「施策活用事例の収集（170企業程度）

・掲載」等により、わかりやすく施策

情報を提供 

  ・自治体、支援機関、地域金融機関との

ネットワークの形成に努力。自治体の

資金支援等情報や地域金融機関のサー

ビスメニューに関する情報提供を行う

など他機関の情報提供も着手。 

  ・関係機関のサイトより情報収集し、支

援情報ヘッドラインとしてHPに毎日反

映（1日40件前後掲載）。情報収集先も

80サイトから160サイトに増やした。 

  ・支部が行う窓口相談実績で相対的にウ

ェイトの高い事業資金関係情報の充実
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３）中小企業支援機関職員等に対する研修 

 

全国の多くの中小企業支援機関職員や行

政機関の中小企業支援担当者に対して、創

業、経営革新、事業再生、知的財産、まち

づくり等重要な政策課題への対応を可能と

する高度かつ専門的な支援能力を養成する

ための研修を行う。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③地域産業集積、中心市街地の活性化等 

 

１）連携・集積等のための施設の整備及び活

用 

 

地域産業集積や中心市街地活性化のた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 中小企業支援機関職員等に対する研

修 

 

・ 機構の中小企業大学校は、中小企業施

策との連携を深めるとともに、都道府

県や商工会、商工会議所等の中小企業

支援機関のニーズを踏まえ、支援担当

者の質的向上に努めるとともに、現場

に即した中小企業支援の研修素材を開

発する。 

これらの受講者に対して「役立ち度」

に関する調査を実施し、４段階評価に

おいて上位２段階の評価を得る割合を

８０％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域産業集積の形成、中心市街地の活性

化等 

 

1)連携・集積等のための施設の整備及び活

用 

ⅰ)助言・診断と一体となった施設整備の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ)３類型支援センターとの連携 

新たに設置する支部機能を中心とした３類

型支援センターの連携を再構築することに

主眼を置いて、関係機関との連携会議など

を開催することで、地域での知名度の向上、

ネットワーク形成を進める。具体的には、

プロジェクトマネージャーを中心とした全

国会議、支部単位でのブロック会議などを

実施し、実務的な連携のあり方や支援能力

向上のための情報共有化の推進を行う。 

 

 

3) 中小企業支援機関職員等に対する研修 

 

・支援機関職員等向けの研修については、中

小企業庁、経済産業局、都道府県、支援機

関等と連携しつつ、研修ニーズの把握に努

め、地域の中小企業振興策の内容等を研修

に反映していく。 

さらに、研修内容の一層の充実を図るため、

これまでの機関ごと（行政職員・都道府県

等支援センター・商工会等）の研修体系を

見直しし、テーマ別、レベル別の研修コー

スに改編するなど研修内容の専門化のため

の検討を行い、平成１７年度事業計画に具

体化させる。 

・また、こうした研修体系の見直しを踏まえ

たうえで、研修内容の充実を図るための研

修教材の開発方針、開発分野の策定等を進

める。 

・受講者に対して「役立ち度」に関する調査

を実施し、４段階評価において上位２段階

の評価を得る割合を８０％以上とする。 

 

③地域産業集積の形成、中心市街地の活性化

等 

 

1)連携・集積等のための施設の整備及び活用

(高度化融資事業等) 

ⅰ）助言・診断と一体となった施設整備の資

策として、全国ベースの目的別（逆引

き）公的資金情報、支部所在地の地域

金融機関（地銀、第二地銀、信用金庫）

の支援メニューを提供。更に、年末の

「なんでも相談ホットライン」への電

話集中への対応の一環として、「市」

の主として資金支援策を整理して順次

提供。（北海道、東北、関東、中国、

四国支部） 

  

 

ⅲ)３類型支援センターとの連携 

中小企業・ベンチャー総合支援センター

及び都道府県等支援センターのプロジェ

クトマネージャーを中心メンバーとする

プロジェクトマネージャー全国会議を開

催。ブロック会議の開催については、各

支部で経済産業局等と連携して実施。そ

のほか、支部単位で諸種のブロック・都

道府県単位の連絡会等に参画してナショ

ナルセンターとしての事業内容等の認知

活動を行うとともに、支援情報を交換。 

 

3)中小企業支援機関職員等に対する研修 

 

■平成17年度の研修事業計画では「中小企

業支援担当者研修」及び「中小企業支援

協力機関役職員研修」について研修体系

を一元化するとともに内容もレベル別に

改編し、支援能力の段階ごとに計画的に

受講ができるように見直し。この改編に

際しては事前に受講者や派遣機関に対し

て調査を行いニーズの吸い上げに努め

た。 

■中小企業支援機関職員等の研修受講者に

対する役立ち度４段階調査の結果、上位

２段階の割合は９６．０％。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域産業集積の形成、中心市街地の活性化

等 

 

1)連携・集積等のための施設の整備及び活用

(高度化融資事業等) 

ⅰ)助言・診断と一体となった施設整備の資金
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め、これまで中小企業総合事業団の融資制

度及び地域振興整備公団の賃貸施設整備を

通じて、連携や集積の活性化のための施設

整備を促進・実施してきたところであり、

全国各地で施設の整備がなされてきた。 

これらの事業については、施設のリニュ

ーアルや機能追加を含め経済情勢の変化に

応じた需要に的確に対応する。また、融資

制度については、適切な貸付条件の整備及

び確実な債権管理等を行う。 

また、その保有する産業用地については、

幅広い利用を可能にする機能の追加等を図

りつつ、その有効活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ための資金支援等 

 

・ 中小企業者の連携・共同化の推進、商

店街等の中小企業者の集積の活性化を

図るため、施設の整備や既存施設のリ

ニューアルに対する資金支援を行う。

高度化融資事業の貸付に当たっては、

利用者の事業成果の向上を図るため、

都道府県と連携し診断・助言を実施す

るとともに、事業実施計画の策定等を

支援するため、利用者からの要請に応

じて専門家の派遣を行う。 

    また、貸付後においては、利用者の

事業成果の向上を図るため、都道府県

と連携し利用者の経営状況を的確に把

握するとともに、経営改善が必要な利

用者に対して経営のアドバイスや専門

家の派遣等を行う。 

・ このような支援を通じ、貸付後、原則

として３ケ年を経過した利用者に対し

て、各貸付先があらかじめ設定した生

産性や集客力の向上といった事業実施

目標の達成状況に関する調査を実施

し、４段階評価において上位２段階の

評価を得る割合を８０％以上とする

（平成１２～１４年度の評価実績は６

９％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 機構が整備した貸工場、貸事業場につ

いては、地方自治体等と連携して、地

域の自律的発展の促進に資するよう適

切な事業運営を図り、積極的な誘致活

動や入居企業のニーズに応じて、機構

の有する各種支援ツールを活用した支

援を行う。これらの取り組みにより、

施設の平均稼働率（入居率）９０％程

度を達成する（平成１５年度の平均稼

働率（入居率）８１．１％）。 

 

 

 

 

金支援等 

 

・高度化事業計画の策定・実施・運営を円滑

に進めるため、機構職員及び外部専門家に

よる中小企業者等に対する事前助言、診断

及び事後助言を積極的に実施し、３ケ年後

の事業実施目標達成率８０％を目指す。 

併せて、高度化事業を実施した組合等を対

象として平成１５年度に実施した「リニュ

ーアルに関するニーズ調査」の結果を踏ま

え、高度化融資の利用意向のある者に対す

るフォローアップを行うとともに計画の推

進に向けた助言等を行う。 

また、貸付後一定期間経過した利用者に対

し事業目的の達成度、有効度及び満足度等

に関する成果調査を実施し、その分析・評

価を通じて今後の制度の改善に反映させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特定産業集積の活性化に関する臨時措置法

に基づき整備した貸工場等の賃貸事業につ

いては、各支部において、地方公共団体等

の協力のもと、入居者の確保に努めるとと

もに、施設の適切な管理・運営を行い、入

居者のニーズに応じた適切な支援活動等を

実施する。特に、テクノフロンティア岡山、

四日市及び八戸については、地方公共団体

との緊密な協力関係を一層強固なものと

し、入居率の向上に最大限注力する。 

・平成１６年度における貸工場等の平均稼働

率（入居率）については、前年度の実績（８

１．１％）を上回ることを目標とする。 

 

支援等 

 

■機構の”顔が見える”高度化貸付に 

  ・機構自らによるニーズ把握 

  ・業種別にＰＲ、業界団体訪問 

  ・早い段階における機構の関与 

  ・職員等の積極的派遣 

   →７０件以上の有望案件を発掘 

  （主な案件） 

   ・施設リニューアル：卸団地、工場団

地、共同店舗 

   ・環境対応：Ｃｏ２削減のための輸送

車両買替、公害防止設備、リサイク

ルプラント 等 

   ・共同物流センターの設置 

   ・新たな投資：団地形成、中心市街地

活性化 等 

  ※新潟中越地震への対応 

   ・中小機構内に支援本部を設置。また

中小企業大学校三条校を新潟県内の

常設相談窓口に指定 

   ・災害対策チームを現地派遣。被災者

へのきめ細やかな助言を実施。→小

千谷市商店街を始め３件が高度化利

用予定 

■高度化事業を計画している組合等に対

し、機構職員及び外部専門家を派遣し、

高度化事業の概要を始め、基本構想の固

め方や運営体制作り、事業計画作成の留

意点等について助言を行う「高度化相談

助言業務」、最終的な計画書が出来上が

る前の段階で助言を行う「高度化事前助

言」や「計画、建設診断」のほか、企業

連携支援アドバイザーによる高度化事

業の「初期アドバイス」や「計画アドバ

イス」を実施。 

 

■貸工場等の入居率は、複数区画入居企業

が開発プロジェクト完了により退去し

たこと等の要因により、７～３月の平均

入居率は７５．９％と前年度実績を下回

った。この一方で低入居率施設に関して

地方公共団体の協力を得て周辺地価相

場程度までの賃料低減を行い重点的誘

致活動の実施により飛躍的向上がみら

れた施設もあり（テクノフロンティア八

戸46.5%→71.7%）、引き続き低入居率施

設の誘致促進を図っていく。 
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ⅱ)制度運営における改善 

 

 ・ 高度化融資制度の運営に当たっては、

連帯保証制度の見直し、条件変更の弾

力化等、適切な貸付条件の整備を行い、

その貸付条件に沿った確実な審査を行

う。また、利用者の利便性の向上を図

るため、貸付に係る手続の簡素化（従

来、事業着手時と貸付時にそれぞれ行

われていた審査手続きの一元化など）

及び申請書類の削減により、貸付審査

に係る期間を短縮する（平成１４年度

実績：６７．３日）。 

利用者の経営状況について継続的な情

報収集により、経営改善が必要な貸付

先を早期に把握し、これらの貸付先に

対して経営状況に応じた適切な経営改

善を支援するため、相談・助言等を行

い、不良債権の発生の抑制に努める。 

延滞等により回収が困難な状況にある

利用者からの回収を促進するため、専

門家の派遣や債権管理に関する研究会

を開催するなど、都道府県の債権管理

業務を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ)産業用地の活用 

 

・ 地域産業集積の活性化、新事業創出の

促進のために整備した産業用地につい

て企業が進出する際の費用の助成につ

いて地方自治体への働きかけ、地方自

治体と連携した企業誘致活動の展開、

企業ニーズに応じた区画の変更、賃貸

による活用促進など産業用地の有効活

用のための多様な活動を行うことによ

り、中期目標期間終了時点において産

業用地の平均活用率６０％以上を達成

する。 

 

 

ⅱ)高度化制度運営における改善 

 

・貸付条件の整備と周知 

連帯保証制度、貸付金利、条件変更の弾力

化、債権保全措置等の貸付条件、貸付手続

き等の内容及び関連諸規程に対する理解を

促進し制度の確実な実施を確保するため、

都道府県に対する周知徹底を図る。 

・利用者の経営状況の把握 

高度化資金の利用者の経営状況を把握し、

利用者が不測の事態に陥る前に適切な対応

をとることにより、円滑な債権回収と新た

な不良債権の発生を防止するため、平成１

４年度以降に貸付を行った新規利用者を対

象として、都道府県を通じて収集した決算

書及び経営データを整理・分析する。 

また、既往の高度化資金利用者を対象とし

た効果的な経営状況の把握方法を確定し、

その分析結果から経営不振の兆候があると

判断される利用者に対し、運営診断及び事

後助言の実施や外部専門家の派遣等による

支援を行う。 

・債権管理業務の充実 

債権回収に係る法律問題、効果的な回収方

法などについて都道府県の債権管理担当者

を対象に相談指導や研究会を実施するとと

もに、都道府県を対象に延滞債権に係るヒ

アリングを実施し、延滞原因、今後の回収

方法等について確認して、債権回収の促進

を図る。 

なお、債権管理・回収業務においては、債

権回収の専門知識を持つ民間の専門家（弁

護士、サービサー）を債権管理アドバイザ

ーとして登録し、都道府県からの相談（出

張相談も含む）や研究会においても活用す

る。 

 

ⅲ)産業用地の活用 

 

・産業用地については、効率的な分譲体制を

整備するべく、本部においては用地事業に

関係する部門を一元化し、地方の事務所は

営業に特化した体制とする。また、顧客へ

の対応を迅速化するため、地方レベルで分

譲に関する意志決定ができる体制とする。

また、産業用地の小区画割り、注文造成等

企業ニーズに可能な限り柔軟に対応すると

ともに、賃貸制度の積極的活用による企業

誘致を展開する。 

・造成中の産業用地については、引き続き、

 

ⅱ)高度化制度運営における改善 

 

■ユーザーサイドに立った使いやすい制度

に改善 

  ・リニューアルへの積極的支援、限度額

連帯保証制度の導入、貸付要件の緩和、

審査期間短縮 等 

■改善された制度のＰＲ、普及 

  ・都道府県、業界団体、エンドユーザー、

アドバイザー等へきめ細かく、わかり

やすく説明（全国６ブロックにおいて、

都道府県の高度化担当者との高度化ブ

ロック会議を実施）。 

■債権回収に係る相談指導について、機構

に登録した債権管理アドバイザー（弁護

士及びサービサー）を通じ、都道府県か

らの債権回収に関する相談内容につい

て、適切な指導を実施。（相談件数26件

：３月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ)産業用地の活用 

 

 →（４）期限の定められている業務等の項

参照 
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２）商業集積・中心市街地活性化支援 

 

  地域経済と地域コミュニティの担い手で

ある中小商業の経営基盤を形成している商

業集積の活性化のため、管内の商業集積の

実態把握や活性化支援を行う経済産業局と

十分連携を図りつつ、１）の連携、集積等

のための施設の整備及び活用を進めるほ

か、まちづくり機関（ＴＭＯ）や商店街振

興組合等に対する助言、調査等を通じて、

商業集積の魅力及びマネジメント能力を向

上する。    

また、中心市街地の活性化等のため、経

済産業局のほか地方公共団体、まちづくり

に関連する各分野の専門機関等とのネット

ワークを構築しつつ、調査研究、人材育成

支援、資金面での支援等を行う。さらに、

中心市街地活性化に資する施設等の適切な

運営管理及び積極的活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)商業集積・中心市街地活性化支援 

 

商業集積の魅力及びマネジメント能力

の向上や中心市街地の活性化のため

に、経済産業局、地方自治体や関係団

体との連携を強化し、基礎的調査等の

実施、人材育成や地域のコンセンサス

形成等に対する支援も含め、活性化構

想の具現化、計画づくりに対する助言

などの継続的な支援を行う。特にマネ

ジメント能力の向上については、商業

集積マネジメント能力を評価し、これ

を向上させるための助言、調査等の支

援を行うことにより、一定レベル以上

のマネジメント能力を有する地域を２

０地域以上とする。 

ＴＭＯ、商店街振興組合等、商業者等

の団体に対するアドバイザーの派遣等

により、経営課題や組織運営の課題解

決のための支援を行う。 

これらアドバイザー派遣事業の利用者

に対して「役立ち度」に関する調査を実

施し、４段階評価において上位２段階の

評価を得る割合を８０％以上とする。 

中心市街地活性化法に基づく計画の認

定を受けた事業者からの債務保証又は

出資の申込み並びに特定商業集積法に

基づく特定商業集積の整備事業者から

の債務保証の申込みについては、業務

方法書等に定めるところに従い信用

力、採算性等について的確な審査を行

い、事業リスクの合理的な分散と管理

が確保され得るかを適切に判断すると

ともに、標準審査期間１００日以内に

諾否を決定する案件の割合を８０％以

上とする（平成１５年度末までの実績

は概ね平均２００日）。 

整備済賃貸施設等に関し、地方公共団

体が作成した中心市街地活性化基本計

画の進捗等を踏まえ、機構の中心市街

地活性化に資する施設等の適切な管理

運営を行い、積極的活用を図るための

改善及び提案を行う。 

 

 

地元自治体、関係者と一体となって、同用

地の地元の産業振興に有益となる活用プラ

ンの検討を進める。 

・平成１６年度においては、約７ｈａの活用

を図る。 

 

2)商業集積・中心市街地活性化支援 

 

・一定レベル以上の商業集積マネジメント能

力を有する地域を２０地域以上とすること

を目指し、平成１６年度においては３０ヶ

所程度に職員や外部専門家等を派遣し、Ｔ

ＭＯ構想等に関して地域住民のニーズ、組

織・運営体制、都市機能における位置づけ

等の観点からヒアリング・調査や必要な助

言を行う。 

 また、中心市街地活性化を支援するため、

経済産業局、地方自治体、関係団体等との

連携を推進しつつ、地方自治体等への情報

提供、中心市街地活性化を推進する人材育

成等を行う。 

・商店街等や中心市街地が抱える経営課題及

び組織運営の課題の解決を支援するため、

商店街組合、タウンマネジメント機関（Ｔ

ＭＯ）等に対して、外部専門家を派遣し、

適切な助言等を行う。 

これら、専門家派遣事業の利用者に対して

「役立ち度」に関する調査を実施し、４段

階評価において上位２段階の評価を得る割

合を８０％以上とする。 

・債務保証等の制度に関する広報を機構のネ

ットワークを活用して推進するとともに、

中心市街地活性化法に基づく計画の認定を

受けた事業者及び特定商業集積法に基づく

特定商業集積の整備事業者に対しては支援

内容等について情報提供を行う。 

また、審査能力の向上に努めるとともに、

標準審査期間１００日以内に諾否を決定す

る案件の割合を８０％以上とする。 

 

・整備済賃貸施設等に関しては、個別地方公

共団体における中心市街地活性化基本計画

の具体的進捗等の把握や関係団体等とのネ

ットワークの構築を通じて、機構の中心市

街地活性化に資する施設等の適切な管理運

営を行うとともに、施設等の積極的活用を

図るための提案等を行う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)商業集積・中心市街地活性化支援 

 

■４２地区（１３～１６年度）のＴＭＯ機

関に対して職員等を派遣し診断・評価・

助言を実施 

  →１７年度は対象を大幅に拡大の上、都

市計画、周辺地域、個店対策等からな

る総合的な診断（実効性確保診断・サ

ポート事業）を実施予定。 

■診断事業への期待の増加を踏まえ、支部

への専門家配置など体制を充実すると

ともに全国の取組事例を把握するため

３６５地区の実態調査及び先進事例調

査を実施。 

■中心市街地活性化や商店街活性化のため

外部専門家を積極的に派遣（１５年度５

７４先→１６年度７４４先） 

 【中心市街地タウンマネージャー派遣事業】 

   ・派遣先数１７５先（15年度164先）、役

立ち度上位２段階100% 

 【商店街活性化シニア・アドバイザー派遣

事業】 

  ・派遣件数548先（15年度391先）、役立

ち度上位２段階９９．８％ 

  【商店街事務局強化アドバイザー派遣事

業】 

  ・派遣件数21件（15年度19先）、役立ち

度上位２段階９８．７％    

■中心市街地活性化に資する整備済み賃貸

施設等について、多治見・洲本に関して

地方公共団体の協力を得て周辺賃料相

場程度までの賃料低減を行った他、各施

設の積極的活用を図るための改善提案

を行った（三鷹産業プラザにおいて、市

三セクと協力し、入居者・利用者利便性

向上のためのロビー改良工事を実施 

等）。  

【債務保証関連】 

■機構ネットワークの活用による積極的な

制度普及活動を行ったが、申込みに至っ

た案件なし。 

■制度の活用を推進する観点から、関係す

る事業者、機関に対し、債務保証ニーズ

に係るヒアリング調査を実施。  
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（３）経営環境の変化への対応の円滑化 

 

機構は、中小企業が経営環境の著しい変

化に直面し、その自主的な努力だけでは対

応が困難な場合等の対応について、各地域

において活動を行っている中小企業再生支

援協議会への支援手法や支援事例に関する

情報提供、それと連動しつつ中小企業の再

生を支援する再生ファンドの組成促進等に

より、全国的な事業再構築支援の体制の強

化の一翼を担う。また、中小企業倒産防止

共済制度の確実な運営を図る。これらの事

業により、他の金融機関の取組とあいまっ

て、事業再生の円滑化や連鎖倒産の防止の

ためのセーフティネットの充実を図る。 

  また、小規模企業者が事業の廃止等を行う

際の円滑化を図る小規模企業共済制度の確

実な運営を図る。 

  さらに、大規模な自然災害等が発生した

場合に、被害を受けた中小企業の借入れに

ついて利子補給を行うための基金の設置を

支援する。 

 

①再生支援の促進 

 

１）中小企業再生支援協議会への情報提供等 

 

機構は、中小企業再生支援協議会の円滑

な活動の強化の 

ため、経済産業局、政府系金融機関、保証

協会等との連携のもと、中小企業の再生に

当たって共有すべき情報（支援策や事例等）

や支援ツールの提供を行う。また、産業活

力再生特別措置法に基づく債務保証等の業

務を着実に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）経営環境の変化への対応の円滑化 

 

 

 

 

 

 

 

（３）経営環境の変化への対応の円滑化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 再生支援の促進 

 

1) 中小企業再生支援協議会への情報提供

等 

 

中小企業再生支援協議会に対し、中小

企業の再生に関する支援策や事例等の

情報提供や、連絡会議等への参加等を

通じて連携を強化するほか、協議会の

ニーズを踏まえ、必要に応じ支援ツー

ルの提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

産業活力再生特別措置法に基づく計画

の認定を受けた事業者からの債務保証

又は出資の申込みについては、業務方

法書等に定めるところに従い信用力、

採算性等について的確な審査を行い、

リスクの合理的な分散と管理が確保さ

れ得るかを適切に判断するとともに、

標準審査期間１００日以内に諾否を決

定する案件の割合を８０％以上とする

（平成１５年度末までの実績は概ね平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①再生支援の促進 

 

1)中小企業再生支援協議会への情報提供等 

 

・中小企業再生支援協議会及び経済産業局等

が実施する連絡会議等に積極的に参加し、

各協議会との連携を深めるとともに、中小

企業の再生支援に有効な支援策、事例等に

関する情報を収集し、加工・分析のうえ、

各協議会に対して情報提供する。また、各

協議会に対し配布している「中小企業再生

サポートシステム」の有効な活用方法や事

例を紹介するとともに、インターネット上

で公開している「経営実態把握サポートサ

イト」、「Ｍ＆Ａマッチングサポートサイ

ト」のＰＲを行うことにより、それぞれの

活用促進を図る。 

・債務保証等の制度に関する広報を機構のネ

ットワークを活用して推進するとともに、

産業活力再生特別措置法に基づく計画の認

定を受けた事業者に対しては支援内容等に

ついて情報提供を行う。 

また、審査能力の向上に努めるとともに、

標準審査期間１００日以内に諾否を決定す

る案件の割合を８０％以上とする。 

 

 

 

(３)経営環境の変化への対応の円滑化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①再生支援の促進 

 

1)中小企業再生支援協議会への情報提供等 

 

■中小企業再生支援協議会及び経済産業局

等が実施する連絡会議等に積極的に参加

し、各協議会との連携強化、 

■インターネット上で公開している「経営

実態把握サポートサイト」、「Ｍ＆Ａマ

ッチングサポートサイト」のＰＲ実施。 

【債務保証関連】 

■機構ネットワークの活用による積極的な

制度普及活動を行い、債務保証の相談等

はあったものの、申込みに至った案件な

し。 

■制度の活用を推進する観点から、関係す

る事業者、機関に対し、債務保証ニーズ

に係るヒアリング調査を実施。  
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２）再生ファンドの組成促進 

 

機構は、短期的な利益獲得を目指すので

はなく、中小企業再生支援協議会と連携し、

中期的に株式、債券を保有することにより

投資先企業に対する継続的な支援を行う再

生ファンドの組成を促進する。 

  その際、中小企業を再生させる能力を有

し、資金を毀損するおそれの低い適切な運

営能力を持つ再生ファンドの組成の促進に

留意する。また、機構の出資を受けた再生

ファンドによる投資事業が適切に行われて

いるかを管理する仕組みを強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止

共済制度の確実な運営 

 

１）資産の運用管理 

  

小規模企業共済制度においては、後掲の

加入促進策の実施にあわせ、資産運用の一

層の効率化を図り、累積欠損金を減少させ

る。 

なお、資産運用については、その健全性

を確保するため、第三者による外部評価を

徹底し、評価結果を事後の資産運用に反映

させる。 

  中小企業倒産防止共済制度においては、

後掲の加入促進策の実施にあわせ、外部資

源を活用した回収管理体制の一層の強化そ

の他の制度運営の改善に係る継続的な工夫

と、着実なモニタリングの実施等により、

共済貸付金の回収の向上等を図り、制度の

財政的安定性を高める。 

  また、契約者が共済制度の運営状況を的

 均２００日）。 

  

2)再生ファンドの組成促進 

 

短期的な利益獲得を目指すのではなく

中期的に株式、債権を保有し、地域に

おいて投資先企業に対する継続的な支

援を行う地域中小企業再生ファンドの

組成を促進する。そのため、中小企業

を再生させる能力を有し、かつ、地域

の中小企業の実情に精通し、中小企業

再生支援協議会と連携して支援を行う

等、出資金を毀損するおそれの低い運

営能力を持つと判断されるＧＰ（ファ

ンドの運営責任者）の選定に努め、地

域（民間）からの要請に応じて資金を

供給する。事業実施に際してはファン

ドの投資実績がニーズに対応したもの

となっているか考慮するとともに、組

成したファンドに対し、債権買取の適

正性も含めファンドの運営状況に関す

る監査結果の確認、再生計画の進捗状

況の把握等、継続的なモニタリングを

行い、必要に応じてＧＰに対し意見を

述べるなどにより、地域中小企業再生

ファンドの財務の健全性を確保し、地

域中小企業の再生に向けた取組みを支

援する。 

 

 

②小規模企業共済制度及び中小企業倒産防

止共済制度の確実な運営 

 

 1) 資産の運用管理 

 

小規模企業共済制度においては、安全

かつ効率的な資産運用を行うため、資

産運用の目標、基本ポートフォリオ等

について基本方針を定め、これに基づ

いた運用を行い累積欠損金の減少に努

める。また、少なくとも年１回資産構

成等の運用実績について基本方針に沿

った運用が行われているかを中心に評

価を受けるとともに、基本ポートフォ

リオの有効性等の評価も併せて受け、

当該評価結果をその後の資産運用に反

映させる。 

中小企業倒産防止共済制度において

は、外部人材の採用及びノウハウの導

入、業務のマニュアル化を始めとした

回収管理体制の一層の強化を図るとと

 

2)再生ファンドの組成促進 

 

・経済産業局、都道府県、中小企業再生支援

協議会等との連携のもと、地域の金融機関

やファンド運営会社に対する制度説明を行

うとともに、先進事例に関する情報も提供

することにより、ファンド組成を促進する。

また、ファンド出資に係る審査、契約、出

資金払込等の手続きに関する事務処理を標

準化し、迅速な対応を図るとともに、審査

ノウハウの向上に努め、出資金を毀損する

おそれの低いファンド運営会社（ＧＰ）の

選定を行うこととする。さらに、組成後の

ファンドの投資委員会へのオブザーバーと

しての参加をはじめ、半期ごとにＧＰから

提出される業務執行状況報告書やファンド

の運営状況に関する監査報告書等の確認な

どを通じて、ファンドの適正な運営に関す

るモニタリングを徹底するとともに、投資

事例等の情報収集、事例分析を行い、有効

な情報の蓄積を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

②小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止

共済制度の確実な運営 

 

1) 資産の運用管理 

 

・小規模企業共済制度においては、資産運用

の目標、基本ポートフォリオ等を定めた資

産運用の基本方針に基づき、安全性と効率

性に留意した運用を実施し、累積欠損金の

縮減を図り資産の健全化に努める。 

また、その運用実績について基本方針に沿

った運用が行われているかの外部評価を受

け、その結果を資産運用に反映させる。 

・中小企業倒産防止共済制度においては、外

部人材の採用及びノウハウの導入、業務の

マニュアル化などによる債権保全体制の強

化を図るとともに、外部専門機関等（サー

ビサー）を活用するなど、各種回収方策に

ついて確実に実行することによりさらなる

共済貸付金回収率の向上に努める。 

・契約者が共済制度の運営状況を的確に把握

 

 

2)再生ファンドの組成促進 

 

■独法化後新たに４ファンドに対して５９

億円の出資を決定。 

  ※４組合５県（栃木県、島根県・鳥取県、

高知県、愛知県）。 

■事業創設以来の出資実績：ファンド数８

組合・投資先企業１９社 

■ファンドの組成促進努力 

  ・地元の自治体、金融機関、再生協議会

等との連携を取りつつ、トップセール

スを始めとする組成を推進 

  ・地域のニーズを踏まえた制度改善の実

施 

■出資後のフォローアップを強化 

  ・投資委員会への参加等による出資先の

ファンドのモニタリング 

  ・投資先中小企業の業績把握 

■中小企業再生支援協議会連絡会議等への

参加や個別の再生協議会への訪問等を

通じ、再生ファンド出資事業の制度紹介

及び中小企業の再生に関する事例等の

情報を提供（延べ１７回）。 

 

 

 

 

 

②小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止

共済制度の確実な運営 

 

1)資産の運用管理 

 

■安全かつ効率的な資産運用 

  ・小規模企業共済法等の改正による予定

利率の引き下げ等に伴い、基本ポート

フォリオを策定。 

  ・資産運用に関する助言・評価を行う外

部専門家委員会（資産運用研究会）の

充実や新たな資産運用方法に関する研

究等を通じ適正な資産運用に注力。 

■貸付金回収の向上努力 

  ・延滞発生後の迅速な対応体制及び回収

マニュアル整備 

  ・長期延滞債権についてサービサー活用

の検討 

■両共済制度の資産の加入状況、運用状況

等については、機構のホームページや加

入者広報等を通じ契約者等に公開。 
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確に把握できるよう、徹底した情報公開を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

２）加入促進策の効果的な実施 

両共済制度は、多くの中小企業が参加す

ることにより、小規模事業者の福祉の増進

や中小企業者の自助努力による経営の安定

を促進するものであり、そのより幅広い普

及を図る観点から、両共済制度に係る加入

促進計画を策定し、当該計画を積極的に展

開することにより、加入者数の増加を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できるように、資産の運用状況等をインタ

ーネットや加入者に対する広報誌等を通じ

て積極的に公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）加入促進対策の効果的な実施 

 

・加入促進計画に基づき、中小企業庁及び機

構の共催により、１０月及び１１月に全国

規模で集中的な加入促進運動（全国加入促

進強調月間運動）を実施する。 

 

・小規模企業共済制度では６県とタイアップ

して、中小企業関係団体、市町村等の協力

のもとに集中的な加入促進運動（モデル県

運動）を実施するとともに、３市において

も、関係機関を挙げて集中的な加入促進運

動（都市部運動）を併せて行う。 

 

・中小企業倒産防止共済制度については、１

府１県とタイアップして、集中的な加入促

進運動（全県運動）を実施するほか、特定

の商工会又は商工会議所地区における集中

的な加入促進運動（特定地域特別加入促進

運動等）を着実に実施する。 

 

・制度の周知・普及を図るため、わかり易く

訴求力の高いパンフレット・ポスター等の

広報資料を作成し、関係機関（商工会・商

工会議所等の委託団体及び金融機関）等に

配布し、共済制度の周知広報依頼を行うと

ともに、関係機関等の発行する広報誌（紙）

への共済制度に関する広告の掲載や記事掲

載を積極的に働きかける。 

 

・これら活動により、平成１６年度における

加入目標を、小規模企業共済制度６７,５０

０件、中小企業倒産防止共済制度１４,００

０件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）契約者サービスの向上 

 

 

3) 契約者サービスの向上 

共済金の給付や貸付に係る手続きや提出

書類について、合理化等の見直しを進める

とともに、給付及び貸付審査事務等の内部

事務手続についても検証を行い処理の迅速

化を図る。 

 

また、契約者の相談内容等に応じて、的

ⅰ）各種手続きの簡素・迅速化 

もに、延滞発生直後の迅速な対応やモ

ニタリングの仕組みの構築を始めとし

た回収管理措置の充実を図ることによ

り、共済貸付金回収率の一層の向上に

努めることとする。 

共済制度の運営状況については、イン

ターネット、広報誌等を通じ契約者に

対し徹底した情報の公開を行う。 

 

2) 加入促進対策の効果的な実施 

特定の都道府県を対象とした集中的な

加入促進や確定申告時期に合わせた加

入促進の実施などを盛り込んだ加入促

進計画を策定し、これに基づき加入促

進活動を着実に実施する。また制度の

周知・普及を図るため、わかり易く訴

求力の高い広報資料等を作成するとと

もに、支援機関等との連携、インター

ネット等を積極的に活用する。これら

により中期目標期間中に、小規模企業

共済制度については３７万６千件、中

小企業倒産防止共済制度については８

万件以上の加入を目標とする（平成１

４年度実績：小規模共済７６，５０２

件、倒産防止共済：１６，２６３件）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 契約者サービスの向上 

 

ⅰ）各種手続きの簡素・迅速化 

 

共済金の給付、貸付け、審査等の各種

事務手続きについては、掛金の収納や

共済金等の送金等に係るシステム開発

や、各種手続書類を容易にダウンロー

 

・手続きの簡素化、迅速化のため掛金の収納

や共済金等の送金等に係るシステムの設計

を行うほか、各種手続書類を容易にダウン

ロード出来る環境を構築し、一部書類につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)加入促進対策の効果的な実施 

■加入促進の積極的展開 

 ＜関係機関との連携を通した加入者開拓努

力＞ 

  ・地方自治体とのタイアップ（連携可能

性などのアンケートを実施、直接訪問

し説明・ＰＲ） 

  ・金融機関への働きかけ（成功報酬型手

数料支払いなどインセンティブ制度の

導入等） 

  ・業種別団体への働きかけ（新規委託先

の開拓、業種別データを基にした加入

促進の展開） 

■１６年度（９ヶ月）加入実績 

  ・小規模企業共済：６２，１１９件（達

成率９２％） 

    目標件数（67,500件）に達しなかっ

たものの、１２ヶ月間ベースでは８１

千件超となっており､前年度実績（７８

千件）を上回っている。引き続き関係

機関との連携を通した加入者開拓に努

める。 

  ・倒産防止共済：１０，８３２件（達成

率７７．４％） 

    目標件数（14,000件）に達しておら

ず、１７年度においては加入が多く見

込まれる税務関係団体との連携強化、

多くの支店網を有する金融機関への働

きかけ等即効性のある方策を実施する

とともに、引き続き関係機関とのより

一層の連携を通して加入者開拓に努め

る。 

 

 

3)契約者サービスの向上 

 

ⅰ)各種手続きの簡素化・迅速化 

 

＜加入者サービスの向上努力＞ 

■事務処理の迅速化、ホームページの充実、

相談応答体制の拡充等による顧客利便

性の向上 
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確に情報提供を 

行う。 

さらに、両共済制度が中小企業や中小企

業支援機関等と構築しているネットワーク

を活用し、中小企業支援施策に関する情報

を提供する。 

いてはダウンロードを可能とする。 

 

また、事務処理の正確化・迅速化を図るた

め、各種事務作業に係るマニュアルの改善

や外部委託できる事務処理の洗い出しを行

う。 

 

・中小企業倒産防止共済制度においては、審

査事務の効率化等により審査期間の短縮化

に努めるとともに、制度の健全な運営を維

持するため不自然な貸付請求については、

引き続き慎重な貸付審査を実施する。 

 

共済金貸付に係る処理期間については、１

８日以内で貸付けが行われる案件の割合を

８０％以上とする。 

 

 

 

ⅱ）契約者相談窓口機能の向上 

 

 

 

契約者からの相談・照会については、電子

メール等の活用も含めた各種応答方法の検

討を行うほか、相談業務の対応の基本、実

際の対応例等を定めた応答マニュアルを作

成し、懇切丁寧な対応を職員に徹底する。

 

また、ホームページにおいて申請書等の記

載方法等加入者がわかりやすい情報を提供

するとともに、手続用紙を可能な範囲でダ

ウンロードして使用できるようにするな

ど、各種諸手続の電子化を進める。 

 

 

 

ⅲ)支援機関等との連携 

 

 

 

支援機関等と連携した加入の促進において

は、共済制度以外の各種施策のＰＲも積極

的に実施する。 

 

また、共済加入者広報や広報資料等の媒体

を両共済制度以外の中小企業施策の周知・

普及するための広報ツールとしても活用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施策情報の提供機能の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施策情報の提供機能の充実 

 

中小企業を対象として種々の公的支援機

関が実施する施策については、施策が多岐

にわたっていること、施策同士のつながり

を意識したＰＲが十分でないこと、情報提

供の手段や内容が画一的であることなどに

より、これまで十分な周知が図られていな

い面があった。 

このため、機構は、機構自らの実施する

ド出来る環境を構築するなどの見直し

を進め、処理期間の短縮化を図りサー

ビスの向上に努める。特に迅速な貸付

けが求められる倒産防止共済制度にお

いては、効率化を図ることにより、大

規模倒産等特別な状況下にある場合を

除き、申請受理後貸付けが行われるま

での期間について、１８日以内で貸付

けが行われる案件の割合を８０％以上

とする（平成１２～１４年度実績（平

均）：２２．４日）。 

 

 

 

ⅱ） 契約者相談窓口機能の向上 

 

契約者からの相談・照会については、

相談応答業務のマニュアル化等や電子

メール等の活用も含めた各種応答方法

の検討を行う等、契約者等からの相談

等に対し的確な情報提供を行い、より

質の高い契約者サービスを提供できる

体制を構築する。 

 

 

 

 

ⅲ）支援機関等との連携 

 

・ 支援機関等と連携し加入促進対策を実

施するに際しては、支援機関等に対し

機構が実施する両共済制度以外の各種

施策のＰＲも併せて実施することとす

る。 

また、定期的に発行する契約者向け

の広報誌や広報資料等の媒体を、両共

済制度以外の中小企業施策を周知・普

及するための広報ツールとして有効的

に活用する。 

 

 

（４）施策情報の提供機能の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・手続きの簡素化、迅速化のための事務

システム開発作業（詳細設計） 

  ・迅速な共済貸付金請求書審査（処理期

間１８日以内の割合８０％）の達成 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ)契約者相談窓口機能の向上 

 

・ホームページ上で小規模企業共済金の試

算シミュレーションができる機能等を追

加 

 ・電話相談集中期に臨時コールセンターの

設置 等 

 

 

 

 

 

 

ⅲ)支援機関等との連携 

 

【連携事例】 

・国民生活金融公庫の全支店に両共済制度

のパンフレットを設置。共済契約者宛の

リーフレットに国民生活金融公庫の融資

制度の案内を掲載 

・全国の信用保証協会の窓口に小規模企業

共済制度のパンフレット設置 

・倒産防止共済の加入者広報誌に中小機構

の他事業の紹介記事を掲載した。また、

商工共済ニュースにおいても同様に他の

事業の紹介記事を掲載。 

 

（４）施策情報の提供機能の充実 
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施策はもとより、種々の公的支援機関が実

施する施策について、施策情報をわかりや

すく提供する素材を作成し、積極的に周知

する。 

 

また、機構は、自らの蓄積する情報提供

ノウハウを活用し、各経済産業局と連携し

て、地方自治体やその関係支援機関、商工

会、商工会議所、金融機関等において、よ

り多くの中小企業に対してそれぞれに適し

た施策情報が提供される体制を構築する。 

①施策情報のわかりやすい提供方法の充実 

 

 

①施策情報のわかりやすい提供方法の充実 

・中小企業支援機関等が保有する情報を一元

的に検索できるポータルサイトである

「J-Net 21」において、中小企業者からの

ニーズの高い金融等の施策情報、活用事例

に関する内容を充実するほか、地方自治体

等が独自に実施する施策情報も提供する。

その際には、経営課題に応じた適切な施策

が検索できるような施策の逆引き機能を付

加するとともに、更新頻度を増やすなど情

報の鮮度にも配慮する。 

 

・また、機構パンフレット等を早期に作成し

広く提供するほか、中小企業施策全般につ

いて広く効果的に周知させるため相談事

業、研修事業、関係機関とのネットワーク

など、各種媒体を活用した情報提供方法の

多様化を図る。 

機構は、中小企業者のニーズに合った施

策情報が容易に入手できるよう、インター

ネットを活用しつつ、適切な検索機能をも

った体系的な施策情報の提供ツールを充実

する。 

・更に、事業毎の成功事例や関係機関からの

事例情報を幅広く収集し、一元的検索を可

能とするほか、経営や施策に関するＱ＆Ａ

集の充実も図る。 

  また、各施策の利用の具体的実態を踏ま

えて、施策活用の具体的事例やＱ＆Ａ方式

の情報など、ユーザーにとって施策の活用

方法がイメージしやすい情報提供素材を充

実する。 

 

 

 

 

 

 

 

②施策情報に詳しい相談人材の育成促進 

 

 

 

窓口相談業務の均一性、レベルの向上のた

め窓口相談者研修を実施するほか、各支部

において相談業務に直接従事させる機会を

増加させるなどＯＪＴもあわせて実施す

る。 

 

 特に、「なんでも相談ホットライン」の対

応の質を向上させるため、施策情報などに

関する対応マニュアルを作成し、窓口担当

者の研修等において活用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②施策情報に詳しい相談人材の育成促進 

 

施策情報の提供は、できるだけ個々の

事業者のニーズに合った施策情報を取

り出して紹介することが効果的であり、

中小企業からの相談に応じて、その中小

企業が抱える課題を的確に把握しつつ

施策情報の提供を行うのが適切である。

このため、機構は、中小企業に対する施

策を行うほかの支援機関との人的交流

を図りつつ、研修や実務を通じてそのよ

うな相談を行う人材の育成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①施策情報のわかりやすい提供方法の充実 

 

中小企業者からの要請の強い金融等の

施策情報、活用事例、地方自治体等が

独自に実施する施策の情報も含め、必

要な施策が検索できるような施策の逆

引き機能を持った施策情報サイトを構

築する。また、各種媒体の他、相談機

能や関係機関の活用など、中小企業施

策を広く効果的に周知させるための情

報提供方法の多様化を図る。 

関係機関の協力も得ることにより、Ｑ

＆Ａ集、成功事例集等の作成等を行い、

情報活用の容易性に配慮したコンテン

ツの作成、提供を着実に進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②施策情報に詳しい相談人材の育成促進 

 

職員を研修や相談業務に直接従事させ

る機会を増加させること等を通じて、

中小企業の抱える経営課題を的確に把

握し、適切な施策情報の提供ができる

ような内部人材を育成する。また他の

中小企業支援機関との相互の人的交流

などを通じて施策情報やその活用に関

する情報提供能力を向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①施策情報のわかりやすい提供方法の充実 

 

■「J-Net 21」の施策情報の充実【再掲】 

・関係機関のサイトより情報収集し、支援

情報ヘッドラインとしてHPに毎日反映さ

せた。（1日40件前後掲載）また、情報収

集先も80サイト→160サイトに増やした。 

・資金調達ナビを4月から本格稼働、公的制

度の補助金・助成金、利子補給、優遇税

制、融資・出資・投資、債務保証などを

紹介。 

・施策活用事例を170企業程度収集し、掲載。 

・逆引き機能の強化 

「Q&A道場」や「経営のつぼ」等により逆

引き機能の強化を図った。 

■末端の中小企業者まで情報が届き、かつ、

中小企業者が中小企業施策の利用に向け

て具体的アクションを起こすことが可能

となるよう、中小支援機関、都道府県代

表等を含めた広報・相談の体制を構築す

るため、中小企業施策の広報に関する「中

小企業支援機関等連絡会議」を設置。毎

月１回のペースで開催し、広報に関する

情報を交換。 

 

 

②施策情報に詳しい相談人材の育成促進 

 

・「窓口相談マニュアル（相談スキル編）」

等を教材とし、担当者及び担当予定者向

けの研修を実施。 

・窓口相談実績で相対的にウェイトの高い

事業資金関係情報の充実策として、全国

ベースの目的別（逆引き）公的資金情報

や支部所在地の地域金融機関（地銀、第

二地銀、信用金庫）の支援メニューを支

部に提供。 

・年末の「なんでも相談ホットライン」へ

の電話集中に対する対応の一環として、

「市」の主として資金支援策を整理し、
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③相談窓口における施策情報提供 

④施策情報を提供する機関との連携等 

 

 

機構は、中小企業者が日常的に直面する

様々な経営課題への対応について（２）②

２）に記載する相談窓口として相談に応じ

る際にその相談内容に応じて、それぞれの

中小企業者等の経営課題に合った具体的な

施策の紹介を行う。 

各支部に地域経済活性化推進役及び行政施

策情報担当者を配置し、地方自治体等の公

的支援機関と金融機関等の民間機関と連携

し、施策情報（行政情報、機構オリジナル

情報）の共有化とその提供を積極的に行う

とともに、地域に人的ネットワークを構築

し、関係機関の有する情報を収集・整理す

る。また、施策情報の提供に当たっては、

各種のイベントでの相談コーナーの設置、

施策セミナーなどを積極的に実施するとと

もに、金融機関等の民間機関が事業者に対

して的確な施策情報を幅広く提供できるよ

う、大学校における研修のほか、相談会・

説明会など施策情報交流の場を積極的に設

ける。 

  また、個別の行政施策情報のＰＲに加え

て、このような相談機能を積極的に広報す

ることにより、行政施策情報の効果的な浸

透を図る。 

これらの活動等を通じて把握された事業

者、地域等の課題や事業ニーズは、関係機

関と連携・調整のもと、機構事業の改善や

新たな展開に的確に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④施策情報を提供する機関との連携等 

 

経済産業局、地方自治体はもとより、中

小企業者と直接接する各地域の公的支援機

関や金融機関、民間のコンサルティング企

業などが、施策情報の提供主体として有効

である。機構は、これらの主体が施策情報

提供を円滑に行い、関係施策が効果的に活

用されるよう、情報提供素材の供給などこ

れらの機関との提携関係の強化を図り、全

国的な情報提供体制の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③相談窓口における施策情報提供 

 

中小企業者に対する窓口相談を通じ

て、経営課題への対応に関するアドバ

イスに併せて、課題解決に有効な施策

情報を提供し、課題解決の促進を図る。

また、こうした施策情報提供機能を幅

広く周知するため、関係機関との積極

的な連携を行うとともに、機構の保有

する媒体やイベント等の積極的な活用

により浸透を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④施策情報を提供する機関との連携等 

 

・ 各支部において、行政施策情報担当者

を配置し、地方自治体等の公的支援機

関、金融機関等の民間機関が事業者に

対して的確な施策情報を幅広く提供で

きるよう連携体制を構築する。また、

これらの機関に対する施策情報の提

供、これらの機関が実施する施策情報

の収集整理等を行うとともに、これら

の機関が抱える課題、事業ニーズ等を

掘り起こすことにより、機構の実施す

る事業についてこれらの機関との連携

を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③相談窓口における施策情報提供 

 

窓口相談を通じて、経営課題の解決に有効

な施策情報をあわせて提供するとともに、

課題解決の促進を図るため、窓口相談にお

ける施策情報提供の実績等を分析し、有効

な施策情報提供手法について検討を進め、

その成果を窓口相談機能の強化に活用す

る。 

また、こうした施策情報提供機能を幅広く

周知するため、機構の保有する新聞、

J-Net21、ホ－ムページ、メルマガ等の媒

体や、ベンチャーフェアやベンチャープラ

ザ事業、あるいは他機関のイベント等の積

極的な活用を図る。 

 

 

 

 

支部に提供。  

 

③相談窓口における施策情報提供 

 

・窓口相談実績で相対的にウェイトの高い

事業資金関係情報の充実策として、全国

ベースの目的別（逆引き）公的資金情報

や支部所在地の地域金融機関（地銀、第

二地銀、信用金庫）の支援メニューを支

部に提供。【再掲】 

・年末の「なんでも相談ホットライン」へ

の電話集中に対する対応の一環として、

「市」の主として資金支援策を整理し、

支部に提供。【再掲】  

・相談実績（個別のカルテ）をもとに、有

効な施策情報提供手法について検討し、

外部コンサルを活用して「窓口相談にお

ける施策情報提供の手引き（相談カルテ

データベース）」を作成。支部へ提供。 

・機構主催のイベントの他、共催、後援イ

ベントなどにおいて「施策広報ブース」

を設け施策情報を提供。 

 

④施策情報を提供する機関との連携等 

 

■各支部に地域経済活性化推進役を配置、

また行政施策情報担当者を登録。 

 ■支部の取り組みを支援するため、本部広

報課において、地域の施策情報を提供す

る機関の中央組織と人的ネットワークを

構築。 

（連携事例） 

  ・都道府県東京事務所、農林漁業金融公

庫、全国地方銀行協会、第二地方銀行

協会、信金中金総合研究所 等 

■地域の関係機関との連携強化【再掲】 

支部ごとに経済産業局、地方自治体、商

工会議所、産業ｸﾗｽﾀｰ支援機関、金融機

関、大学等と積極的に連携推進  

（連携事例） 

［情報交換］ 

・経済局や支援機関との定期連絡会の開催。 

［事業共催］ 

・商工会議所、証券取引所、地元金融機関

と連携したセミナーの開催。 

・経済産業局、自治体との連携によるオー

ダーメイド型研修の実施（北海道アウト

ドア経営塾） 

・産業クラスター支援機関と連携した交流

会の開催（埼玉県西部地域産業技術展示

交流会）。  
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（５）期限の定められている業務等 

 

 

 

①政令によって期限が定められた産業用地分

譲業務等 

②その他の期限が定められている業務等 

 

 

地域振興整備公団が整備した中小企業基

盤整備機構法附則第５条及び附則第６条第

３項に掲げる産業用地の分譲業務等につい

ては、中小企業基盤整備機構法施行令附則

第２条第１項及び第５条第１項に定められ

た期間で終了するため、当該期間で完売す

るために必要な総合的な分譲促進策を策定

し、着実に実施する。また、中期目標期間

終了後の未利用面積が中期目標開始時点に

比べおおむね半減していることを目標とす

る。 

1）繊維業務 

 

 

 

繊維中小事業者等の自立化への取り組み及

び繊維中小企業団体等が実施する展示会・

求評会及び高付加価値製品の試作等に対し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②その他期限が定められている業務 

 

中小企業基盤整備機構法附則第８条に基

づく繊維業務（既往保証債務に係る業務を

除く。）については、平成２２年５月３１

日を限度として政令で定める日（検討中）

で業務を終了することとされており、それ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）期限の定められている業務等 

 

① 政令によって期限が定められた産業用

地分譲業務等 

 

総合的な分譲促進策として、産業用地

の分譲等について、効率的な分譲体制

の整備、広範かつ多様な営業活動や分

譲・賃貸条件の弾力化等を定めるとと

もに、企業ニーズを踏まえた産業用地

の分割整備や価格設定を行い、これら

を通じて、中期目標達成に向けた着実

な分譲の推進に努める。 

また、地域経済の活性化に向け、地域

の産業集積を図るプロジェクトや、環

境、エネルギー、その他公共公益系施

設に係る用地需要等についても、地元

自治体と連携を密にし、産業用地の利

活用を促進する。 

なお、中期目標達成に向け、各産業用

地の事業実績に応じた見直しを毎年度

行うとともに、分譲等が進んでいない

産業用地については、関係自治体等と

協議し、各産業用地ごとに個別かつ具

体的な成果が見込まれるあらゆる分譲

等促進策を検討・実施することにより、

抜本的対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

②その他の期限が定められている業務等 

 

１） 繊維業務 

 

中小の繊維製造事業者が、賃加工体質

から脱却し、自立するための前向きな

取組（自立化）等に対して積極的な助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）期限の定められている業務等 

 

①政令によって期限が定められた産業用地分

譲業務等 

 

・分譲価格を全体的に見直し、競争力のある

価格に改定する。また、割賦期間の延長な

ど、分譲条件の緩和を行う。 

・効率的な分譲体制を整備するべく、本部に

おいては用地事業に関係する部門を一元化

し地方の事務所は営業に特化した体制とす

る。また、顧客への対応を迅速化するため、

地方レベルで分譲に関する意思決定ができ

る体制とする。 

・小区画のニーズについても、可能な限り柔

軟に対応する。  

・賃貸制度について、広くＰＲを行う。   

・これらを通じて平成１６年度は約９０haの

利活用を図る。 

 

 

 

［サテライト］  

・松山市に愛媛県内企業への経営支援の一

環として｢松山オフィス｣を開設（H16.9

～）｡※松山市､愛媛大学､商工会議所等

との連携強化｡ 

［その他］ 

・北見市、東かがわ市における地域活性化

事業への支援。 

 

 

（５）期限の定められている業務等 

 

①政令によって期限が定められた産業用地分

譲業務等 

 

■効率的な体制整備として、本部の用地関

係事業部門を一元化するとともに、譲渡

決定・契約等権限の支部への委譲を実施。 

  また、効率的な分譲に向けた組織体制の

見直しを実施（１７年４月）｡  

■分譲価格について最大42％の値下げを行

うなど、価格競争力のある価格へ見直し

実施。また、割賦期間を１０年から１５

年まで可とするなど分譲条件の緩和を実

施。 

■小区画ニーズへの対応として引き合いの

あった１１団地において、区画細分化を

実施。 

■新聞（延べ１００回）、情報誌（延べ８

４回）等への広告、ホームページの改良、

メールマガジンの配信等積極的ＰＲを実

施。 

■成功報酬型の産業用地分譲等促進業務委

託協定をゼネコン３社と締結。 

■これら広報活動において賃貸制度を積極

的にPRした結果、１６年度の賃貸実績は

本則の産業用地と併せて１４件となっ

た。（前年度９件） 

■１６年度の利活用実績は本則の産業用地

と併せて９８．１ha（７～３月は７２．

４ha）。 ※前年度実績の２．６倍 

  （※本則の産業用地を併せた目標 ９７

ｈａ） 

 

②その他の期限が定められている業務等 

 

1)繊維業務 

 

■繊維事業者の自立的な商品企画や販路拡

大への取り組みを支援 

  ・助成事業の効果発揮を目指し、商品企
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までの間を我が国繊維産業にとって最後の

改革期間と位置付け、構造改革を本格的か

つ集中的に行う。このため、繊維事業者の

自立事業等に集中的に取り組む。 

 

特定産業集積の活性化に関する臨時措置

法、民間事業者の能力の活用による特定施

設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸

入の促進及び対内投資事業の円滑化に関す

る臨時措置法に基づく業務については、着

実に実施する。 

 

また、いずれも本中期目標期間中に法律

の期限を迎えるため、その時点で機構の業

務の実績の評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成を行うとともに、内外の繊維関連情

報の収集・提供及び調査研究、人材育

成等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） 産業集積活性化業務 

 

特定産業集積の活性化に関する臨時措

置法に基づき整備した産業用地・貸工

場については、法律の期限の時点で機

構の業務の実績の評価を行う。 

 

 

 

 

３） 民間事業者の能力の活用による特定

施設の整備の促進に関する臨時措置法

（以下、民活法）及び輸入の促進及び

対内投資事業の円滑化に関する臨時措

置法（以下、ＦＡＺ法）に基づく業務 

 

ＦＡＺ法に基づく既往の出資先につい

ては、本決算及び中間決算等により業

況の把握・分析を行い、その状況に応

じて、地方自治体等と連携しつつ、経

営改善計画の策定・実施を要請し、点

検する。 

民活法、ＦＡＺ法に基づき機構が実施

した業務については、法律の期限の時

点で機構の業務の実績を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て助成するとともに、絹製品の需要開発の

促進を図るため、開発試作に対する助成や、

試作品や新作絹織物等の展示会開催事業を

実施する。 

また、併せて先進的な企業経営や情報化の

推進を担う人材の育成を支援する事業及び

繊維中小事業者の情報化を支援する事業を

実施するほか、繊維信用基金の民間出えん

金についても債務保証業務の実施状況を勘

案して一部について平成１６年度内に返還

する。 

 

 

 

2）産業集積活性化業務 

 

 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法

に基づき整備した産業用地及び貸工場につ

いて、その政策効果が説明できる定量的な

指標の設定、当該指標のデータ収集方法の

決定を行い、必要なデータの蓄積を開始す

るとともに、今後の課題を整理する。 

 

 

3）民間事業者の能力の活用による特定施設の

整備の促進に関する臨時措置法（以下、民

活法）及び輸入の促進及び対内投資事業の

円滑化に関する臨時措置法（以下、ＦＡＺ

法）に基づく業務 

 

・ＦＡＺ法に基づく既往の出資先については、

本決算及び中間決算等により業況の把握・

分析を行い、その状況に応じて、地方自治

体等と連携しつつ、経営改善計画の策定・

実施を要請し、点検する。 

  

 

 

 

 

 

画や事業立案を支援するアドバイス事

業を実施 

  ・販路拡大のため川下企業とのマッチン

グを新たに実施し、助成後も確実にフ

ォローアップ   

■その他、「繊維中小企業団体等が実施す

る展示会・求評会に対する助成」、「絹

製品の需要開発の促進を図るための開

発試作に対する助成」、「試作品や新作

絹織物等の展示会開催」、「先進的な企

業経営や情報化の推進を担う人材の育

成を支援する事業」、「繊維中小事業者

の情報化を支援する事業」等を実施。 

 

2)産業集積活性化業務 

 

・産業用地への立地件数、従業員数、出荷額

についてヒアリング等によりデータ収集等

を開始した。 
・施設入居企業の売上高、雇用者数、研究開

発実績等業務実績に係る種々指標につい

て、アンケート調査によるデータ収集を開

始。調査により抽出された各施設のハード

面・ソフト面における課題を整理。 

 

3)民間事業者の能力の活用による特定施設の

整備の促進に 

関する臨時措置法（以下、民活法）及び輸

入の促進及び対内投資事業の円滑化に関す

る臨時措置法（以下、ＦＡＺ法）に基づく

業務 

 

■出資先１１社の決算について分析を行

い、業績の悪化要因、好転要因を抽出す

る等、具体的な経営状況の把握に努めた。 

■本経営状況分析に基づき、特に改善が必

要と認められる三セクについては、経営

ヒアリングを実施し、経営改善を求めて

いくとともに、自治体に対しても一層の

協力を要請する。 

■機構ネットワークの活用による積極的な

制度普及活動を行い、債務保証の相談等

はあったものの、申込みに至った案件な

し。 

■制度の活用を推進する観点から、関係す

る事業者、機関に対し、債務保証ニーズ

に係るヒアリング調査を実施。  
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小規模企業共済資産の安全かつ効率的

な運用をはじめとして、累積欠損金を承

継した５つの勘定について、すべて収支

改善を実現。債権・出資先管理も適切に

実施されている。 

 

以上のことから、財務内容の改善につい

ては、【Ａ】評価

 

 

４．財務内容の改善に関する事項 

 

累積欠損金を承継した勘定について

は、収支を改善するための取組を着実

に実行する。 

産業投資特別会計から出資を受けて実

施した出資承継勘定のベンチャー企業

及び投資事業組合に対する出資につい

ては、投資先ベンチャー企業等の収益

の向上や経営基盤の安定が図られ、新

規株式公開が実現するよう適切な管理

を行うものとする。 

その他産業投資特別会計による出資承

継勘定の出資先法人等（三セク）につ

いては、各法人の繰越欠損金の減少を

目指し、毎年度の決算、中間決算の報

告等を通じて、的確に経営状況の把握

を行い、経営健全化計画を提出させる

等、事業運営の改善を求めることとし、

事業運営の改善が見られず、経営状況

の一層の悪化が見込まれる場合には、

関係省庁及び他の出資者とも協議の

上、可能な限り早期の株式処分を図る。 

その他出資事業については、出資先の

経営状況を適切に把握するとともに、

出資者として、当該事業の政策的意義、

地域経済への諸影響に留意しつつ、業

務の改善等株主としての権利を活用し

て適切に対処する。 

産業投資特別会計から出資を受けて実

施する施設事業については、採択時に

おいて収益の可能性のある場合等に限

定するとともに、実施段階において必

要に応じて収益改善に向けた取組を行

うものとする。 

これらを含め、出資業務、債務保証業

務、融資業務、施設整備等業務、共済

業務といった財務の健全性を確保する

べき業務については、出資等の支出と

それをまかなうべき資金回収等とのバ

ランスを確保するため、貸倒実績率等

を踏まえたリスク管理を行うなど、そ

のための適切な措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.財務内容の改善に関する事項 

 

・ 累積欠損金を承継した勘定については、

収支を改善するための取組を着実に実

行する。 

出資承継勘定のベンチャー企業及び投

資事業組合に対する出資については、

新規株式公開が実現するよう適切な管

理を行い、管理するベンチャー企業株

式の上場時における売却益及び投資事

業組合からの収益分配金により着実に

累積欠損金の減少を図ることにより、

財務内容を改善する。 

出資承継勘定の出資先（三セク）につ

いては、各法人の繰越欠損金の減少を

目指し、毎年度の決算、中間決算の報

告等を通じて、的確に経営状況の把握

を行い、経営健全化計画を提出させる

等、事業運営の改善を求めることとし、

事業運営の改善が見られず、経営状況

の一層の悪化が見込まれる場合には、

関係省庁及び他の出資者とも協議の

上、可能な限り早期の株式処分を図る。 

施設整備等勘定の出資先（三セク）に

ついては、各法人の繰越欠損金の減少

を目指し、毎年度の決算、中間決算の

報告等を通じて、的確に経営状況の把

握を行い、事業運営の改善を求めるこ

ととし、事業運営の改善が見られず、

経営状況の一層の悪化が見込まれる場

合には、関係省庁及び他の出資者とも

協議の上、可能な限り早期の株式処分

を図る。 

その他出資事業については、出資先の

経営状況を適切に把握するとともに、

出資者として、当該事業の政策的意義、

地域経済への諸影響に留意しつつ、業

務の改善等株主としての権利を活用し

て適切に対処する。 

産業投資特別会計から出資を受けて実

施する施設事業については、採択時に

おいて収益の可能性のある場合等に限

定するとともに、実施段階において必

要に応じて収益改善に向けた取組を行

うものとする。 

債務保証業務については、中期目標期

間中における新規保証累計に係る実質

代位弁済率（回収控除後の率）を３％

以下（平成１５年度末までの実績率１

 

 

３.財務内容の改善に関する事項 

 

・累積欠損金を承継した勘定については、収

支を改善するための取組を着実に実行す

る。 

・出資承継勘定については、管理するベンチ

ャー企業株式の上場時における売却益及び

投資事業組合からの収益分配金により着実

に累積欠損金の減少を図ることにより、財

務内容を改善する。 

・出資承継勘定の出資先（三セク）について

は、各法人の繰越欠損金の減少を目指し、

毎年度の決算、中間決算の報告等を通じて、

的確に経営状況の把握を行い、経営健全化

計画を提出させる等、事業運営の改善を求

める。 

・施設整備等勘定の出資先（三セク）につい

ては、決算及び事業計画等の報告を通じて、

的確に経営状況の把握を行い、事業運営の

改善を求めていく。また、全三セクを対象

とした連絡会を事務局として開催する等に

より、地域振興及び経営改善に向けた事業

紹介やコスト削減事例等の情報交換を通じ

て三セク個々の相乗効果を図る。 

・その他出資事業については、出資先の経営

状況を適切に把握するとともに、出資者と

して、当該事業の政策的意義、地域経済へ

の諸影響に留意しつつ、業務の改善等株主

としての権利を活用して適切に対処する。

・産業投資特別会計から出資を受けて実施す

る施設事業については、採択時において収

益の可能性のある場合等に限定するととも

に、実施段階において必要に応じて収益改

善に向けた取組を行うものとする。 

・債務保証業務については、政策的要請に配

慮しつつも、収支計画を踏まえ、事業リス

クの合理的分散を図り新規保証累計に係る

実質代位弁済率（回収控除後の率）を３％

以下とする業務運営に努める。 

・既往の債務保証案件については、貸付金融

機関と連携しつつ、債務保証先の業況に応

じた適切な層別管理を行う。 

・債務保証業務により発生する求償権の回収

については、機構において、回収の難易度

に応じた債権管理を徹底し、法的清算が終

了したものについては償却処理を実施する

とともに、回収可能性の残るものについて

は、機構自身による回収に加えて、債権回

収専門業者による回収及び所要の調査を委

 

 

３．財務内容の改善に関する事項 

 

■累積欠損金を承継した勘定の収支改善の

ための取組 

  ・小規模企業共済制度において、資産運

用に関する外部専門家委員会（資産運

用研究会）の助言や新たな資産運用方

法に関する研究等を通じ適正な資産運

用に注力【小規模共済勘定】 

  ・施設賃貸事業について、収益の確実性

を図る観点から各施設ごとの収支の把

握・分析を実施。特に入居率の低い施

設について重点的な入居促進活動を実

施【施設整備等勘定】 

  ・産業用地事業について、リース制度の

活用や分譲条件の緩和等顧客ニーズに

応じた分譲促進策を講じ、用地の利活

用促進を図ることで収益増に努める一

方、既往債務の繰上償還を行うなど収

益改善に努めた【工業再配置等業務特

別勘定及び産炭地域経過業務特別勘

定】 

  ・承継出資先について、新規株式公開が

実現するよう適切な管理を実施し、こ

れらのベンチャー企業株式の上場時に

おける売却等により収支改善に努め

た。【出資承継勘定】 

 

■債権・出資先等の適切な管理 

 ・旧３法人の出資３セクを効果的に管理

するべく組織体制を整備（１７年４月） 

  ・３セク出資先からの経営ヒアリングや

アドバイザー派遣の実施 

  ・高度化事業につき都道府県に対する債

権回収支援の実施（研修・アドバイス）

を始めとする管理努力 

  ・債務保証業務につき、債務保証先の管

理及び求償権の回収強化に加え、事業

リスクの合理的な分散の観点から、保

証割合の見直しを行い、貸付機関に一

定のリスクを求める部分保証を採用す

ることとし、債務保証関係業務規程を

制定。 

 

（１６年度の損益計算書及び貸借対照表を

踏まえた補足説明）    

 

①１６年度の機構全体の当期総利益は７１

９．１億円を計上。これは、小規模企業

 

 

   

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とした。  
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２％）とすること等により同期間中の

収支均衡に努める。 

既往の債務保証案件については、貸付

金融機関と連携しつつ、債務保証先の

業況に応じた適切な層別管理を行う。 

債務保証業務により発生する求償権の

回収については、機構において、回収

の難易度に応じた債権管理を徹底し、

法的清算が終了したものについては償

却処理を実施するとともに、回収可能

性の残るものについては、機構自身に

よる回収に加えて、債権回収専門業者

による回収及び所要の調査を委託する

など、回収に係る費用と回収額とのバ

ランスにも留意しつつその回収促進を

はかる。 

この他、財務の健全性を確保するべき

業務については、この中期計画に定め

るところを始め、そのための必要な措

置を講じる。 

 

４.予算、収支計画及び資金計画 

（１）予算（省略） 

   【運営費交付金の算定ルール】（省略） 

（２）収支計画（省略） 

（３）資金計画（省略） 

 

５.短期借入金の限度額 

（１）限度額 

  運営費交付金の受入の遅延、業務運営等

に係る資金の暫時立て替え、その他予見し

難い事象の発生等により生じた資金不足に

対応するための短期借入金の限度額は、８

６４億円とする。 

 

６.剰余金の使途 

  各勘定に剰余金が発生したときには、後

年度負担に配慮しつつ、各々の勘定の負担

に帰属すべき次の使途に充当する。 

 

職員の資質向上のための研修等 

広報活動の充実 

任期付職員等の新規採用 

職場環境の改善、福利厚生の充実 

施設の充実、改修 

重点業務への充当（ベンチャー支援、

新事業展開支援、再生支援等） 

繊維業務への充当（目的積立金の使途） 

 

 

 

託するなど、回収に係る費用と回収額との

バランスにも留意しつつその回収促進をは

かる。 

・土地譲渡割賦債権及び貸付債権について回

収額の最大化に向け、個別債務先の財務内

容を分析する等により、状況に応じた適切

な措置を講じ、計画的に回収を進める。 

・この他、収支の健全性を確保するべき業務

については、この年度計画に定めるところ

を始め、そのための必要な措置を講じる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.予算、収支計画及び資金計画 

（１）予算（別紙１） 

（２）収支計画（別紙２） 

（３）資金計画（別紙３） 

 

 

５.短期借入金の限度額 

 運営費交付金の受入の遅延、業務運営等に

係る資金の暫時立て替え、その他予見し難

い事象の発生等により生じた資金不足に対

応するための短期借入金の限度額は、８６

４億円とする。 

 

 

６.剰余金の使途 

 各勘定に剰余金が発生したときに

は、後年度負担に配慮しつつ、各々の

勘定の負担に帰属すべき次の使途に充

当する。 

 

・職員の資質向上のための研修等 

・広報活動の充実 

・任期付職員等の新規採用 

・職場環境の改善、福利厚生の充実 

・施設の充実、改修 

・重点業務への充当（ベンチャー支援、新

事業展開支援、再生支援等） 

・繊維業務への充当（目的積立金の使途）

 

 

共済勘定において、同制度に定められた

予定利率を上回る運用実績をあげること

ができたことなどにより大幅な利益

（544.7億円）が出たことが大きく寄与し

たもの。 

 

②累積欠損金を承継した勘定は５つある

が、収支は各々改善（施設整備等勘定6.4

億円、小規模企業共済勘定544.7億円、工

業再配置等業務特別勘定14.6億円、産炭

地域経過業務特別勘定12.3億円、出資承

継勘定3.8億円）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．予算、収支実績及び資金実績 

（１）予算（別紙１） 

（２）収支実績（別紙２） 

（３）資金実績（別紙３） 

 

 

５．短期借入金の実績 

２３０．４億円 

 

 

 

 

 

 

６．剰余金の使途 

  剰余金は発生しなかった。 
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１支部１提案事業の推進、事業部門長

や支部長による理事長に対するコミット

メントの実施など、理事長以下役員がリ

ーダーシップを発揮して、活力のある組

成の土台形成に向けた様々な新しい取組

み、チャレンジ、創意工夫が随所にみら

れる。 

 

 以上のことから、組織運営に関する総

括的・横断的指標については、【Ａ】評

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７. その他主務省令で定める業務運営に関す

る事項  

 

(1)施設及び設備に関する計画 

・インキュベーション施設の整備を行う。（５

ヶ所 ３，８２０百万円） 

 [注]金額は見込みであり、予見しがたい事

情により追加的な施設整備、改修等

が追加されることがある。 
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７. その他主務省令で定める業務運営に関す

る事項  

７．その他主務省令で定める業務運営に関す

る事項 

  

（1）施設及び設備に関する計画 (1)施設及び設備に関する実績 

・ インキュベーション施設の整備を行

う。（インキュベーション施設 １

３，０２０百万円） 

・インキュベーション施設の整備（５ヶ所 

１，２５０百万円） 

 

 [注]金額は見込みであり、予見しがた

い事情により追加的な施設整備、改修

等が追加されることがある。 

 

 

 

  

（2）人事に関する計画  

期初の常勤職員数：８８４人  

期末の常勤職員数：７８５人  

中期目標期間中の人件費総額見込み：４５，

４４２百万円  

 

 

上記の額は、役員報酬並びに職員基準内給

与、職員諸手当、超過勤務手当て及び退職

手当に相当する範囲の費用である。 

 

 

 

  

（3）中期目標期間を超える債務負担  

 ・ 該当なし  

  

（4）積立金の処分に関する事項  

 （前期中期目標期間終了後の積立金の処理

について） 

 

 

該当なし  

  

（5）その他の重要事項  

 ・ 該当なし  

  

  

 【組織運営に関する総括的・横断的指標】 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

価とした。 
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① 業務運営の効率化面では、３法人の

統合、独立行政法人化という極めて難し

い状況下において、組織体制の大括り化、

人員の柔軟な配置（支部へ職員の５割以

上配置、管理部門は約１割に削減）を実

現。また、ＰＤＣＡサイクルの構築及び

定着も順調に進展しており、業務全般の

効率化についても目標を上回るペースで

の実績を上げるなど初年度の取組みとし

ては高く評価。しかしながら、平成１６

年度の財務諸表等の提出が遅延したこと

は、工程管理の甘さを露呈。業務運営の

問題として、遅延の結果責任は重く受け

止めるべきであり、この点を含めた評価

を行った。 

② サービスの質の向上面では、困難な

状況の中で新しい法人として種々の努力

をし、創業及び新事業展開の促進、経営

基盤の強化など各事業項目についてさま

ざまな実績が極めて順調に上がっている

と評価できる。 

③ 財務内容の改善面では、小規模企業

共済資産の安全かつ効率的な運用をはじ

めとして、累積欠損金を承継した５つの

勘定について、すべて収支改善を実現。

債権・出資先管理も適切に実施されてい

る。 

④組織運営に関する総括的・横断的指標

については、理事長以下役員がリーダー

シップを発揮し、活力ある組織の土台形

成に向けた様々な新しい取組み、チャレ

ンジ、創意工夫が随所にみられる。 

 

⑤以上の各評価項目等を基に、総合的な

評価を行った結果、設立１年目の組織立

ち上げ期であることを考慮して特に上記

④の点を重視し、平成１６年度総合評価

は、【Ａ】評価とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総合評価】 

 

 

 

 

 

 

  Ａ 

 


